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「誰もが自分らしく 楽しく

暮らせる社会」に向けて 
 

豊⽥市⻑ 太⽥ 稔彦 

 

本市では、平成 27 年３⽉に第３次クローバープランを策定し、

性別にとらわれず、⼀⼈ひとりが個性と能⼒を充分に発揮できる

男⼥共同参画社会の実現のための取組を進めてまいりました。第

３次クローバープランまでの推進によって、男⼥共同参画の意義

や取組に関して、多くの市⺠の皆様へ認知されつつあります。 

このたび、第３次クローバープランの計画期間満了に伴い、令

和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とした第４次ク

ローバープランを新たに策定し、「誰もが自分らしく 楽しく暮ら

せる社会」を基本理念として掲げ、市⺠の皆様や活動団体と⾏政

の共働による取組、企業や地域と⾏政が連携した市⺠活躍、市⺠

の皆様の⼀⼈ひとりの主体性を引き出すための取組を、⾏動指針

として定めております。 

本プランの期間を、男⼥共同参画の発展的転換期としてとらえ、

豊⽥市らしい「楽しく」という視点を意識し、⽣涯を通して活躍

できる環境づくりのための市⺠活動活性化や、リカレント教育の

推進等の新たな施策のほか、固定的性別役割分叕意識の解消、⼥

性活躍の更なる推進、多様な個性を受け⼊れるダイバーシティ社

会の推進等についても着実に進めてまいります。 

本プランの策定にあたり、市⺠意識調査やパブリックコメント

において貴重なご意⾒をお寄せいただいた市⺠の皆様及び事業所

の皆様、男⼥共同参画のこれからの取組について共につくり上げ

てくださいました男⼥共同参画推進懇話会の委員の皆様をはじ

め、関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

令和２年 3 ⽉ 



 

 
 
 
 
 
 

「クローバープラン」とは、本プランが市⺠に愛され、広く親しんでいただけるように

名付けた、「とよた男⼥共同参画プラン」の通称です。 

四つ葉の１枚１枚は、充実した⽣活へと導く「道しるべ」の役割を持っています。⼀⼈

ひとりが自分も他者も尊重し、誇りを持って⽣きることができる社会づくりを目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クローバー【Clover】  
マメ科の植物。ヨーロッパ原産。⽇本ではシロツメクサのこと。四つ葉のクローバーは

「希望」「愛情のしるし」「幸せ」を表し、それを発⾒したものには幸運が訪れるという古
くからの言い伝えがある。  

クローバープランとは

共に働き 

共に支える 

生き生きと 

楽しむ 

安心して 

暮らす 

個を尊び 

育てる 

１ ３ 

２ ４ 

四つ葉に込められた想い
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平成 11 年に制定された「男⼥共同参画社会基本法」において、男⼥共同参画社会の実現は 21

世紀の我が国の社会を決定する最重要課題として位置付けられています。そして、社会のあらゆ

る分野において、男⼥共同参画社会を形成するための施策を推進することが重要であるとされて

います。 

少子高齢化が進み、⼈口減少社会に突⼊するとともに、グローバル化する社会状況において、

成熟した活⼒ある社会をつくっていくためには、⼀⼈ひとりが、互いに⼈権を尊重し、多様性を

認め、性別に関わりなく、その個性と能⼒を⼗分に発揮することがより重要となっています。 

近年の動きをみると、国際社会では、平成 27 年に国連サミットにおいて「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」が採択され、17 の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の 1 つとして

“ジェンダーの平等”が掲げられる等、男⼥平等に向けた取組が積極的に進められています。 

我が国においても、平成 27 年 8 ⽉に「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」（以

下、「⼥性活躍推進法」とする。）が成⽴し、同年 12 ⽉には「第４次男⼥共同参画基本計画」が

策定されました。また、多様な働き方を選択できる社会の実現を目指して、平成 30 年 7 ⽉には

「働き方改⾰を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下、「働き方改⾰関連法」とす

る。）が成⽴する等、男⼥共同参画やワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組は新たな段階

に⼊っています。しかし、我が国の⼥性の社会参画状況をみると、各国の男⼥格差を測る「ジェ

ンダーギャップ指数」は依然として低い水準（2019 年、153 か国中 121 位）となっており、よ

り⼀層、積極的な取組が求められています。併せて、近年、性的少数者（ＬＧＢＴ等）に関する

認識や自治体の取組が広まってきており、男⼥にとらわれない性の多様性についても検討する必

要性が高まっています。 

本市においては、平成 12 年 3 ⽉に、男⼥共同参画の方向性を定める「とよた男⼥共同参画プ

ラン（クローバープラン）」を初めて策定し、その後、社会情勢の変化や豊⽥市と周辺 6 町村との

合併、施策の推進状況等を踏まえ、平成 18 年に⼀部改訂、平成 22 年に第２次プラン、平成 27

年に第３次プランの⾒直しを⾏ってきました。 

このたび、第３次プランの計画期間（平成 27 年度から令和元年度まで）が満了することを受

け、今後の本市における男⼥共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するために、「第４

次とよた男⼥共同参画プラン（クローバープラン）」（以下、「本プラン」とする。）を策定するこ

ととなりました。 

男⼥共同参画は、多様性を認め合い、誰もが自分らしい⼈⽣を送ることができるようにするた

めのものであり、画⼀的な考えを押し付けるものではありません。それぞれの家庭、職場、地域

に応じて、性別に関わりなく誰もが希望する選択ができる社会をつくるために、産業構造や⼈口

構造、就労の状況や家庭の状況、市⺠の意識・実態等を踏まえ、本市の特徴に基づいた施策・事

業を展開することで、男⼥共同参画社会の実現を目指します。  

第１章 計画の策定にあたって 
計画策定の趣旨 
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本プランは、「第８次豊⽥市総合計画」を上位計画とする分野別計画であり、「男⼥共同参画社

会基本法」第 14 条第３項に規定されている「市町村男⼥共同参画計画」として位置付けるとと

もに、計画の⼀部を「⼥性活躍推進法」第６条第２項及び、「配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者

の保護等に関する法律」（以下、「ＤＶ防⽌法」とする。）第２条の３第３項の規定に基づく「市町

村計画」として位置付けます。また、本プランから「豊⽥市⼥性活躍推進計画」「豊⽥市ＤＶ対策

基本計画」の２つの計画を包含しています。 

 

■他計画との連携イメージ                              
計画の位置付け（根拠法等）  

第８次豊⽥市総合計画  【 国 】 

第４次男⼥共同参画基本計画 

配偶者からの暴⼒の防⽌及び

被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針 

 

【 市 】 

第４次クローバープラン 

豊⽥市⼥性活躍推進計画 

豊⽥市ＤＶ対策基本計画  【 県 】 

あいち男⼥共同参画プラン2020 

配偶者からの暴⼒防⽌及び被

害者支援基本計画（４次） 

 
関わりのある主な計画 

豊⽥市 SDGs 未来都市計画 

第３次豊⽥市子ども総合計画 

第３次豊⽥市教育⾏政計画 

 

 

豊⽥市地域防災計画

健康づくり豊⽥ 21 計画（第三次） 

豊⽥市ものづくり産業振興プラン 2017－2020 

第 3 次豊⽥市農業基本計画

 

【市役所内部の体制に関する計画】 

第 2 次地域経営戦略プラン 

豊⽥市職員活躍推進プラン
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本プランの期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。ただし、国内外の動向

や社会経済情勢の変化に対応し、適切な政策の推進を図るため、必要に応じて⾒直しを⾏います。 

 

■計画の期間（上位計画及び関連計画を含む） 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 

計画        年度 
H29 H30 

Ｈ31/ 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

第８次豊⽥市総合計画 
基本構想（〜2040 年） 

前期実践計画 後期実践計画    

第４次クローバープラン 
 調査・策定 （５か年）    

       改定 次期計画 

豊⽥市 SDGs 未来都市計画  将来ビジョン（〜2030 年） 

第３次豊⽥市子ども総合計画    （５か年）    

第３次豊⽥市教育⾏政計画  （４か年）       

豊⽥市高齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画 

 第７期（３か年） 第８期（３か年）     

第２次豊⽥市地域福祉計画・ 
豊⽥市地域福祉活動計画 

   （６か年）   

豊⽥市地域防災計画 毎年度⾒直しながら推進 

健康づくり豊⽥21 計画（第三次）  （５か年）      

豊⽥市ものづくり産業振興プラン
2017－2020 

（５か年）        

第 3 次豊⽥市農業基本計画 （８か年）    

豊⽥市⼈口ビジョン・ 
まち・ひと･しごと創⽣総合戦略 

（2015 年度〜５か年）         

計画期間・策定体制 

審 議 機 関

（１）市⺠等の参画 
意識調査や関係団体ヒアリング、パブリッ

クコメント等広く意⾒を聴取しました。 

（２）有識者の参画 
男⼥共同参画推進懇話会委員である 2 名

の有識者はじめキャリアコンサルタント、性
的少数者（ＬＧＢＴ等）支援団体等から専門
的知⾒による意⾒をいただきました。 

（３）男⼥共同参画推進懇話会 
学識経験者、⼥性団体、まちづくり団体、

企業、教育関係者、市⺠公募の10 名の委員
から、様々な分野の意⾒をいただきました。 

（４）庁内体制 
男⼥共同参画に関する事業を実施する16

課の課⻑により構成する男⼥共同参画推進
会議及び各課で選任した叕当者と策定に関
する調査や協議を⾏いました。 

市⺠意識調査・事業所意識調査 

関係団体ヒアリング 
市役所関係課ヒアリング 

・豊⽥市の課題等の抽出 

・市役所関係各課との調整 

・必要な施策・事業等の検討 

・計画の評価、推進体制の検討 

豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 
豊⽥市男⼥共同参画推進会議 

第４次クローバープラン 

E モニター 

■計画の策定体制    
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年  世界 日本 愛知県 豊⽥市 

昭和 50 年 

1975 

国際婦⼈年世界会議（メキシコシテ
ィ）「世界⾏動計画」採択 

婦⼈問題企画推進本部設置 
婦⼈問題企画推進会議開催 

  

昭和52 

1977 

 「国内⾏動計画」策定 
「国⽴⼥性教育会館」設置 

  

昭和54 

1979 

国連第34 回総会「⼥子差別撤
廃条約」採択    

昭和55 

1980 

「国連婦⼈の⼗年」中間年世界
会議（コペンハーゲン） 

   

昭和58 

1983 

 
  「豊⽥市婦⼈⾏政⾏動計画」策定 

昭和60 

1985 

「国連婦⼈の⼗年」ナイロビ世
界会議「婦⼈の地位向上のため
のナイロビ将来戦略」採択 

「国籍法」の改正 
「男⼥雇用機会均等法」施⾏ 
「⼥子差別撤廃条約」批准 

 「⼥性活動センター」設置 

昭和62 

1987 
 

「⻄暦2000 年に向けての新国内⾏
動計画」策定 

  

平成１ 

1989 
  

⼥性⾏動計画「あいち⼥性プラン」
策定 

 

平成2 

1990 

国連婦⼈の地位委員会拡大会期 

国連経済社会理事会 
  「第⼆次とよた⼥性プラン」策定 

平成4 

1992 
 「育児休業法」施⾏   

平成6 

1994 
 

男⼥共同参画室設置 
男⼥共同参画審議会設置（政令） 
男⼥共同参画推進本部設置 

  

平成7 

1995 

第４回世界⼥性会議（北京）「北京宣
言及び⾏動綱領」採択 

「育児・介護休業法」施⾏  「第⼆次とよた⼥性プラン」改定 

平成8 

1996 
 「男⼥共同参画2000年プラン」策定 

「愛知県⼥性総合センター（ウィル
あいち）」開設 

 

平成9 

1997 
 

「男⼥雇用機会均等法」改正 
「介護保険法」公布 

「あいち男⼥共同参画2000年プラ
ン」策定 

 

平成11 

1999 
 

「男⼥共同参画社会基本法」施⾏ 
「男⼥雇用機会均等法」改正 
「労働基準法」改正 
「育児・介護休業法」改正 

  

平成12 

2000 

国連特別総会「⼥性2000 年会議」
（ニューヨーク） 

「男⼥共同参画基本計画」策定  
「とよた男⼥共同参画プラン（クロ
ーバープラン）」策定 

平成13 

2001 
 

男⼥共同参画局設置 
「DV 防⽌法」施⾏ 

「あいち男⼥共同参画プラン21」 
策定 

「⼥性活動センター」を「⼥性セン
ター」に名称変更 

平成14 

2002 
  「愛知県男⼥共同参画推進条例」制定 ⼥性への暴⼒に関する意識と実態調査 

平成15 

2003 
 

「少子化社会対策基本法」「次世代育
成支援対策推進法」公布、施⾏ 

 男⼥共同参画に関する意識調査 

平成16 

2004 
 

「DV防⽌法」改正 
「育児・介護休業法」改正 

  

平成17 

2005 

第49回国連婦⼈の地位委員会（「北京
＋10」閣僚級会合）（ニューヨーク） 

「男⼥共同参画基本計画（第２次）」
策定 

「配偶者からの暴⼒防⽌及び被害者
支援基本計画」策定 

「⼥性センター」を「とよた男⼥共
同参画センター」に名称変更 

平成18 

2006 
 「男⼥雇用機会均等法」改正 

「あいち男⼥共同参画プラン21
（改定版）」策定 

「クローバープラン」改定 

平成19 

2007 
 

「DV防⽌法」改正 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）憲章」策定 

 
子どもの男⼥共同参画に関する意識
調査、⼥性への暴⼒に関する意識と
実態調査 

平成20 

2008 
 「⼥性の参加加速プログラム」策定 

「配偶者からの暴⼒防⽌及び被害者
支援基本計画（２次）」策定 

男⼥共同参画に関する意識調査 

平成21 

2009 
 「育児・介護休業法」改正  「豊⽥市DV 対策基本計画」策定 

第２章 計画策定の背景

男⼥共同参画を取り巻く社会の状況 

国
連
婦
⼈
の

10

年 
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年  世界 日本 愛知県 豊⽥市 

平成22 

2010 

第54 回国連婦⼈の地位委員会（「北
京＋15」記念会合）（ニューヨーク） 

「第３次男⼥共同参画基本計画」策定  「第２次クローバープラン」策定 

平成23 

2011 

UN Women（ジェンダー平等と⼥
性のエンパワーメントのための国連
機関）正式発足 

 
「あいち男⼥共同参画プラン 
2011-2015」策定 

職場における男⼥共同参画意識調査 

平成24 

2012 
第56 回国連婦⼈の地位委員会  

「あいち仕事と生活の調和⾏動計
画」策定 

⽇常⽣活における男⼥の意識と実態
に関する調査 

平成25 

2013 
 

「DV 防⽌法」改正 
「ストーカー規制法」改正 

「配偶者からの暴⼒防⽌及び 
被害者支援基本計画（３次）」策定 

男⼥共同参画社会に関する意識調査 

平成26 

2014 
 

「すべての⼥性が輝く政策パッケー
ジ」策定 
「リベンジポルノ被害防⽌法」制定 

「あいち⼥性活躍推進会議」設置 「第３次クローバープラン」策定 

平成27 

2015 

第59 回国連婦⼈の地位委員会（「北京
＋20」記念会合）（ニューヨーク） 
「持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ（SDGs）」採択（国連サミット） 

「男⼥雇用機会均等法」改正 
「⼥性活躍推進法」制定 
「第４次男⼥共同参画基本計画」策定 
⽇本初の同性パートナーシップ条例制定
（渋谷区） 

「あいち はぐみんプラン 
2015-2019」策定 

「豊⽥市ＤＶ対策基本計画」改定 
仕事と介護の両⽴等に関する実態調査 

平成28 

2016 

「⼥性の能⼒開花のためのＧ７⾏動指
針」及び「⼥性の理系キャリア促進の
ためのイニシアティブ（WINDS）に
合意（Ｇ７伊勢・志摩サミット） 

 

「あいち男⼥共同参画プラン
2020」策定 
「あいち農⼭漁村男⼥共同参画プラ
ン2020」策定 

 

平成29 

2017 
 

「働き方改⾰実⾏計画」策定 
「SDGｓアクションプラン2018」策定 

 「豊⽥市⼥性活躍推進計画」策定 

平成30 

2018 
 

「働き方改⾰関連法」成⽴ 
「政治分野における男⼥共同参画の
推進に関する法律」制定 
「⼈づくり⾰命 基本構想」策定
（⼈⽣100 年時代構想会議） 

「配偶者からの暴⼒防⽌及び被害者
支援基本計画（４次）」策定 

男⼥共同参画社会に関する意識調査 
⽇常⽣活における男⼥の意識と実態
に関する調査 
「SDGs 未来都市」に選定 
「⼥性しごとテラス カプチーノ」
オープン 

平成31/ 

令和１ 

2019 

 「⼥性活躍推進法」改正 男⼥共同参画に関する意識調査 
「第24 回男⼥共同参画全国都市会議
in とよた」開催 
「第４次クローバープラン」策定 

 

（１）国の動き 

第４次男⼥共同参画基本計画の策定をはじめ、働き方改⾰関連法の成⽴、⼥性活躍推進法の⼀

部改正等の動きがあり、男性中心型労働慣⾏の変⾰を含めたワーク・ライフ・バランスの推進や

⼥性の活躍推進等の様々な取組が進められています。 

 

①⼥性活躍の推進 

平成 27 年 8 ⽉に⼥性活躍推進法が成⽴し、⼥性活躍を促すために企業が⾏うべき事業主⾏動

計画の策定が義務付けられました。令和元年５⽉には同法が⼀部改正され、⾏動計画策定義務の

対象が中小企業にも拡大されています。  
②働き方改⾰の推進 

平成30 年7 ⽉に「働き方改⾰関連法」が成⽴し、⻑時間労働の上限規制、有給休暇取得の⼀部

義務化等が始まり、企業のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組が拡大しつつあります。 

 

③政治分野における男⼥共同参画の推進 

平成 30 年５⽉に、「政治分野における男⼥共同参画の推進に関する法律」が施⾏されました。

国会及び地方議会の選挙において、男⼥の候補者の数ができる限り均等となることを目指すこと

等を基本原則とし、国・地方公共団体の責務等を定めています。 

 

④ＤＶ防⽌法の改正 

令和元年６⽉に児童虐待防⽌法等の⼀部改正法が成⽴し、その中で、ＤＶ防⽌法も改正され、

配偶者暴⼒相談支援センターと相互に連携すべき関係機関として、児童相談所が明確化されるこ

ととなりました。  
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（２）愛知県の動き 

愛知県においても、「あいち男⼥共同参画プラン 2020」を策定し、その中で、国の動きと合わ

せて、重点目標に⼥性活躍の推進、男性中心型労働慣⾏の⾒直し、ワーク・ライフ・バランスの

推進等を掲げているほか、初めて性的少数者（ＬＧＢＴ等）等の多様な価値観を持つ⼈々への理

解促進について言及しています。 

 

（３）豊⽥市の動き 

本市では、第８次豊⽥市総合計画の策定、「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」条例の制定を⾏いました。

その中で、新たに「楽しむ」をキーワードにし、まちの将来像を掲げるとともに、市⺠の⾏動を

より前向きに進めていこうとしています。また、ＳＤＧｓ未来都市にも選定され、「持続可能な開

発目標」の達成のための取組を進めていく必要があります。 

 

①第８次豊⽥市総合計画の策定 

本市では、令和 22 年を展望した新たな⻑期計画となる第８次総合計画を平成 29 年３⽉に策

定しました。基本構想では、「つながる つくる 暮らし楽しむまち・とよた」を将来都市像に掲

げています。 

 

＜将来都市像＞ 

「つながる つくる 暮らし楽しむまち・とよた」 

〜⼈と⼈、⼈と地域、自然とのつながりを深め、認め合い、⽣かし合う中で、 

多様な価値や可能性をつくりだし、暮らしを楽しむことができるまちをめざします〜 

＜めざす姿＞ 

・社会とのつながりの中で安心して自分らしく暮らす 市⺠ 

・魅⼒あふれる多様で個性豊かな 地域 

・未来を先取る活⼒ある 都市 

 

②「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」条例の制定 

平成 29 年３⽉に、「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」条例を制定し、「楽しむ」をキーワードに市⺠

のまちへの愛情と誇りに基づく⾏動を広げることを目指しています。 

 

③ＳＤＧｓの推進 

平成27 年9 ⽉の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」にて記

載された、国際目標であるＳＤＧｓを我が国でも積極的に進めていくため、内閣府は平成30 年度か

らＳＤＧｓ達成に向けた取組を先導的に進めていく自治体「ＳＤＧｓ未来都市」の選定を始めました。

本市は、平成30 年度にこのＳＤＧｓ未来都市に県内で唯⼀選定されました。本市ではＳＤＧｓ未来

都市計画に基づき、様々な取組を進める中で、No.4「質の高い教育をみんなに」について⽣涯学習・

知識・技術習得の機会を促進することや、No.8「働きがいも経済

成⻑も」について働きがいのある⼈間らしい雇用（ディーセント・

ワーク）の促進が必要とされています。また、No.５「ジェンダー

の平等を実現しよう」についても、⼥性と⼥児のエンパワーメント

（権限・自信の付与）のための取組が引き続き求められています。  
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（１）⼈口・世帯の状況 

平成 27 年の国勢調査によると、本市の総⼈口は 422,542 ⼈となっています。本市の年齢別⼈

口を男⼥別にみると、10 歳代後半から 50 歳代前半では⼥性よりも男性が多くなっています。⼀

方、80 歳以上では⼥性の⼈数が男性を上回っています。⼥性よりも男性の⼈数が多くなっている

要因として、基幹産業である自動⾞産業関連の企業が本市では多いことが挙げられます。また、

今後の⼈口推計によれば、本市の⼈口は令和２年をピークに緩やかに減少し、年少⼈口割合（0〜

14 歳）、⽣産年齢⼈口割合（15〜64 歳）が低下する中、高齢⼈口割合（65 歳以上）は上昇し続

けることが⾒込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05,00010,00015,00020,000

0〜4歳

10〜14歳

20〜24歳

30〜34歳

40〜44歳

50〜54歳

60〜64歳

70〜74歳

80〜84歳

90〜94歳
男性（222,169⼈）

（⼈）

0 5,000 10,000 15,000 20,000

0〜4歳

5〜9歳

10〜14歳

15〜19歳

20〜24歳

25〜29歳

30〜34歳

35〜39歳

40〜44歳

45〜49歳

50〜54歳

55〜59歳

60〜64歳

65〜69歳

70〜74歳

75〜79歳

80〜84歳

85〜89歳

90〜94歳

⼥性（200,373⼈）

（⼈）

資料︓総務省「国勢調査（平成27年）」

第３章 豊⽥市の男⼥共同参画の現状 
統計資料等からみる豊⽥市の男⼥共同参画の状況 

※⼥性100 につき男性 

図 1-１ ⼈口ピラミッド（豊⽥市） 

図 1-2 ⼈口性比の全国・県比較 

94.8 

100.0 

110.9 

85 95 105 115

全国

愛知県

豊⽥市

資料︓総務省「国勢調査（平成27年）」
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資料︓厚⽣労働省「⼈口動態調査」

（⼈）

平成16年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）出生の状況 
本市の出⽣数は、平成 21 年以降、減少する傾向にあり、平成 20 年と比較すると平成 30 年は

約 20％減少しています。また、１⼈の⼥性が⼀⽣の間に産む子どもの数を⽰す合計特殊出⽣率

は、本市では上昇する傾向にあり、平成 30 年で 1.61 と全国、愛知県よりも高くなっています。

全国、愛知県も上昇傾向にありましたが、平成 27 年以降、少し減少しています。 
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資料︓平成27年までは総務省「国勢調査」、令和2年以降は国⽴社会保障・⼈口問題研究所「⽇本の将来推計⼈口（平成30年）」
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資料︓豊⽥市保健部総務課、厚⽣労働省「⼈口動態調査」ほか

平成14年

図 1-5 合計特殊出⽣率の推移 

図 1-4 出⽣数の推移（豊⽥市） 

図 1-3 ⼈口・年齢３区分別⼈口の推計（豊⽥市） 
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（３）就業の状況 
⼥性の年齢階級別労働⼒率は、20 歳代後半から 30 歳代にかけて低下し、年齢が上がるにつれ

て再び上昇する M 字曲線を描いています。10 年前からの推移をみると、M 字曲線の谷は徐々に

浅くなってきています。しかし、全国、愛知県に比べると、依然として 20 歳代後半から 40 歳代

前半の労働⼒率がより低くなっています。 

また、既婚⼥性のみに着目してみると、全国に比べて本市では 20 歳代から 40 歳代前半で「家

事」に従事している割合が高くなっています。 
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図 1-6 ⼥性の年齢階級別労働⼒率 

図 1-7 既婚⼥性の家事従事者割合 
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産業分類別就業者数の男⼥比をみると、本市では全国、愛知県と比較して第 2 次産業での男性

の割合が高くなっています。第 3 次産業では⼥性の割合が高く、50％を超えています。 

被雇用者の雇用形態の状況をみると、男性では「正規の職員・従業員」が 87.7％と最も高い割

合を占めていますが、⼥性では「パート・アルバイト・その他」が 52.1％と半数以上を占めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
本市の産業別の従業者の割合をみると、「製造業」が 41.6％と最も高く、次いで「卸売業、小

売業」（13.2％）、「医療、福祉」（7.7％）となっています。 
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資料︓総務省「国勢調査（平成27年）」

図 1-8 産業分類別就業者数の男⼥比 図 1-9 男⼥別雇用形態の状況 

図 1-10 産業大分類別従業者数（⺠営事業所）の割合（豊⽥市） 
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（４）保育の状況 
こども園・私⽴幼稚園の園児数をみると、園児数は平成 24 年以降横ばいとなっていますが、

乳児⼈口に占めるこども園の乳児（0〜2 歳）の割合は継続して増加しています。このことから、

就労等により子どもが小さいうちからこども園に預ける保護者が増えていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）介護の状況 
介護保険における 65 歳以上の被保険者に占める要支援・要介護認定者数は、年々増加傾向に

あり、何らかの支援や介護が必要な高齢者は多数いることが分かります。 
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資料︓豊⽥市介護保険課（各年10⽉1⽇）
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平成22年

図 1-11 こども園・私⽴幼稚園園児数（豊⽥市） 図 1-12 乳児⼈口に対するこども園の乳児の割合（豊⽥市） 

図 1-13 認定者数の推移（豊⽥市） 
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（６）審議会等委員への⼥性の登⽤状況 
付属機関（法令設置）の⼥性登用率は、平成 31 年 4 ⽉時点で 27.2％となっており、20％台

にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）市役所の⼥性の管理職の状況 
豊⽥市役所の⾏政職における⼥性の管理監督職の割合は、全体的には上昇傾向にあり、令和元

年度は 19.0％となっています。職級別でみると、「係⻑・叕当⻑級」「副主幹級」は上昇傾向にあ

りますが、「主幹級」は近年横ばいで推移し、「副参事級」は令和元年度に減少しています。また、

「参事級」は⻑らく 0％が続いていましたが、令和元年度は 10.0％（20 ⼈中 2 ⼈が⼥性）とな

っています。 
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図 1-14 審議会等委員への⼥性の登用率の推移・県比較 

図 1-15 豊⽥市役所における⼥性管理監督職割合の推移（⾏政職） 
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＜調査概要＞ 
 市⺠アンケート 事業所アンケート 

対象 
豊⽥市在住の 18 歳以上の男⼥ 

各 2,000 ⼈（無作為抽出） 

豊⽥市内の 

従業員数 300 ⼈以下の 300 事業所 

調査手法 郵送配布・郵送回収 郵送配布・郵送回収 

調査期間 平成30年11⽉30⽇〜平成30年12⽉18⽇ 平成30年11⽉30⽇〜平成30年12⽉21⽇ 

回収結果 1,268 ⼈（31.7％） 100 事業所（33.3％） 

性別 ⼥性 55.9％ 男性 42.7％ 業種 
製造業37.0％ 建設業15.0％ 

サービス業11.0％ 卸売・小売業10.0％ 

 

（１）男⼥の平等観 
家庭⽣活、職場、地域社会での男⼥の平等観をみると、平成 25 年度調査までは「平等である」

の割合が高まる傾向にありましたが、平成 30 年度調査では、「男性の方が優遇されている」と回

答した⼈が増えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「男⼥共同参画社会に関する意識調査」の状況 

図 2-1 家庭⽣活、職場、地域社会における男⼥の平等観（経年比較） 
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（２）男⼥の関わり方に関する考え方と⾏動 
男⼥の関わり方に関する考え方と⾏動を男⼥別でみると、「子育ては⼥性も男性も協⼒して⾏

う」について、「賛成」が男⼥ともに９割を超え最も多くなっています。そのほか、⼥性では「男

性も家事をきちんとする」「結婚しても男⼥それぞれが自分名義の財産を持つ」、男性では「⼥性

も積極的に地域活動に参加する」「男性も家事をきちんとする」についての「賛成」が多くなって

います。考え方と⾏動の差をみると、⼥性では「男性の家事」「子育ての男⼥の協⼒」、男性では

「子育ての男⼥の協⼒」「⼥性の地域活動」に考え方と⾏動に大きな差があるという結果となって

います。 

また、全国、愛知県と比較すると、本市では「男は仕事・⼥は家庭」という考え方に反対であ

る割合が高く、男⼥共同参画に関する意識は高い状況であると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-2 男⼥の関わり方に関する考え方と⾏動について 

図 2-3 「男は仕事・⼥は家庭」という考え方について 
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資料︓内閣府「世論調査（令和元年）」、愛知県「県政世論調査（平成29年）」
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（３）家庭における男⼥の役割分叕 
夫婦の役割分叕の理想と現状については、「理想」ではすべての項目で、「共同で⾏うのがよい」

という回答が最も多くなっていますが、「現状」では、「共同で⾏う」との回答はすべての項目で

減少し、特に家事や家計の管理、子育てでは「主に妻が⾏う」という回答が多く、妻の負叕が大

きい状況になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域活動における男⼥の役割分叕 
地域活動における男⼥の役割分叕について「そうしている」との回答は、「地域活動は男性が取

り仕切る」が 45.6％、「自治区の集会の時には、⼥性がお茶くみや⽚付けをしている」が 39.9％

となっており、固定的な性別役割分叕が残っている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-4 家庭における夫婦の役割分叕について 

図 2-5 地域活動の現状（「そうしている」の割合） 
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（５）職場における男⼥平等とワーク・ライフ・バランス 
⼥性が仕事を持つことへの考えについては、「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再

び仕事を持つ方がよい」への回答が最も多いものの、その割合は低下しつつあります。代わりに

「子どもができてもずっと仕事を続ける方がよい」という回答が大幅に増えており、継続して働

くことを望む意識が高まっています。 

職場での男⼥による待遇や仕事の違いについては、「違いはない」が増加傾向にあり、男⼥平等

な職場環境に改善されてきていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事と育児や介護の両⽴についての考えは、「できるだけ両⽴したい」という割合が男⼥ともに

高いですが、⼥性は男性よりもその割合が低く、かつ「仕事は続けたいが、直面する状況になっ

たら仕事を辞めるしかない」という回答が男性よりも高くなっています。特に介護ではその傾向

が強く、⼥性も男性も、育児より介護に直面した時には仕事を辞めるしかないと考える割合の方

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-6 ⼥性が仕事を持つことへの考え 図 2-7 性別による職場での違いの有無 

図 2-8 仕事と育児や介護の両⽴についての考え 
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本市中小事業所の年次有給休暇取得率は、全体で 54.3％、うち⼥性で 68.3％となっており、

ともに全国平均を上回っています。平成 30 年の育児休業取得率は、⼥性は 98.3％と高く、男性

も 24.1％と増加しています。介護休業の取得者がいる事業所についても、前回調査から増加して

います。休暇等の取得状況は望ましい方向に進んでいると言えます。 

 

 

 

 

 

 

事業所のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組としては、「総労働時間の短縮」「ノー

残業デーの設定」「勤務時間・制度の柔軟化」等の⻑時間労働の是正や「職場の風⼟づくり・意識

の改善」がよく取り組まれています。 

⼀方で、「同僚や同じ職場の⼈の負叕が大きくなってしまう」「業務が、個⼈の知識や技術に頼

ることが大きい」等、業務の分叕や割り振りが大きな課題として挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）職場における⼥性の活躍 
⼥性役職者数の比率（全体合計）を経年的にみると、前回調査から増加したのは、係⻑相当職

のみとなっています。他の役員、部⻑相当職、課⻑相当職はいずれも前回調査より数ポイント減

少しています。⼥性の起用が伸びていないことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.3%

4.7%

3.9%

12.6%

12.9%

6.1%

7.6%

11.8%

10.0%

4.3%

6.6%

13.9%

役員

部⻑相当職

課⻑相当職

係⻑相当職

平成18年度

平成23年度

平成30年度

44.0%

44.0%

27.0%

26.0%

22.0%

21.0%

15.0%

7.0% （N=100）

41.0%

34.0%

33.0%

32.0%

20.0%

18.0%

16.0%

15.0% （N=100）

図 2-9 

ワーク・ライフ・バランスの推進のための取組 

図 2-10 

ワーク・ライフ・バランス支援を進める上での課題 

 全体 ⼥性 

豊⽥市 54.3％ 68.3％ 

全国 51.1％ 57.0％ 

 H18 H23 H30 

⼥性 76.2％ 95.7％ 98.3％ 

男性 3.0％ 4.9％ 24.1％ 

 H23 H30 

⼥性 4.1％ 7.0％ 

男性 1.4％ 3.0％ 

年次有給休暇取得率（平成 29 年） 育児休業取得率 介護休業取得者のいる事業所 

図 2-11 ⼥性役職者数の比率 

総労働時間の短縮に取り組んでいる 

ノー残業デーを設定している 

勤務時間・制度の柔軟化に取り組んで
いる 

職場の風⼟づくり・意識の改善に取り
組んでいる 

⼀般事業主⾏動計画を策定している 

特にしていない 

未消化年休の利用を促進している 

トップが率先して取り組んでいる 

同僚や同じ職場の⼈の負叕が大きく 
なってしまう 

業務が、個⼈の知識や技術に頼ること
が大きい 

仕事の量が多く、労働時間が⻑い 

企業の経済的負叕が大きくなりそう 

同僚や同じ職場の⼈の理解が不⼗分で
ある 

経営者や管理職の理解が不⼗分である 

法律や社内の制度が⼗分に知られていない 

子どもの病気などのときに対応が難しい 
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（７）性的少数者（ＬＧＢＴ等）について 
性的少数者（ＬＧＢＴ等）という言葉については、７割以上が「知っている」と回答し、高い

認知度を⽰しています。また、今の社会が、性的少数者（ＬＧＢＴ等）の方々が偏⾒や差別等に

より⽣活しづらい社会であると思う割合（「思う」「どちらかと言えば思う」と回答した⼈の合計）

も７割以上と高い割合を⽰しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）重要と思う豊⽥市の取組 
本市の男⼥共同参画社会の実現に向けて重要と思う取組として、「要介護者を支える家庭への

支援体制」「保育サービス等子育て支援の充実」への回答が多く、介護や子育て支援に関するニー

ズが高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.1%

41.6%

32.5%

30.8%

28.1%

22.9%

21.8%

15.5%

15.1%

14.6%

要介護者を支える家庭への支援体制

保育サービス等子育て支援の充実

職場における男⼥平等な環境づくり

離職中⼥性への再チャレンジ支援（就労・地域活動等）

ワーク・ライフ・バランスの理解促進（労働時間短縮、休暇制度の普及等）

家庭における男性の家事・育児参加の促進

高齢者の健康やいきがいづくりへの取組

男性の育児参加促進への取組（父親向け育児講座の開催等）

⼥性のさまざまな悩みを気軽に相談できる相談体制の充実

地域活動における男⼥共同参画の促進（不平等な役割分叕をなくす等） （N=1,268）

知っている

72.5%

知らない

26.3%

不明・無回答 1.2%

（N=1,268）

思う 30.1%

どちらかと言えば思う

41.1%

どちらかと言え

ば思わない

6.3%

思わない 4.7%

わからない

15.8%

不明・無回答 2.0%

（N=1,268）

図 2-12 

性的少数者（ＬＧＢＴ等）という言葉の認知度 

図 2-13 

現在、性的少数者（ＬＧＢＴ等） 

の方々が⽣活しづらいと思うか 

図 2-14 豊⽥市の男⼥共同参画社会の実現に向けて重要と思う取組 
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＜調査概要＞ 

 市⺠アンケート 

対象 
豊⽥市在住の 20 歳以上の男⼥ 

各 1,500 ⼈（無作為抽出） 

調査手法 郵送配布・郵送回収 

調査期間 平成 30 年 11 ⽉ 30 ⽇〜平成 30 年 12 ⽉ 18 ⽇ 

回収結果 1,004 ⼈（33.5％） 

性別 ⼥性 57.9％ 男性 41.0％ 

 

 

（１）「男⼥のあり方」についての考え方 
「男⼥のあり方」についての５つの項目のうち、「同感」という回答の割合が高いものは、男性

優位な考え方や「男性はこうあるべき、⼥性はこうあるべき」といった固定的な性別役割分叕意

識が強いことを⽰しています。 

すべての項目で、⼥性よりも男性の方が「同感」と回答した割合が高く、男性の方が固定的な

性別役割分叕意識を持っている⼈が多いことがうかがえます。このような意識により、夫婦や恋

⼈間に支配関係が⽣じ、ＤＶにつながることも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-1 男⼥のあり方についての考え方 

47.1

68.7

56.1

43.9

27.1

52.6

30.1

42.9

55.3

71.6

0.2

1.2

1.0

0.7

1.2

0% 50% 100%

32.7

50.6

44.1

32.2

12.2

66.6

48.6

55.4

66.9

87.4

0.7

0.9

0.5

0.9

0.3

0% 50% 100%

「男は仕事、⼥は家庭」

男は「男らしく」、⼥は「⼥らしく」ふるまう

⼥性は仕事を持っても、家事・育児もきちんとする

子どもは父親より⺟親が面倒をみる

妻は夫の言うことに従う

男性⼥性

「男…同感 反対 不明・無回答

（N=581） （N=412）
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（２）様々な暴⼒に対する認識 
どのような⾏為が暴⼒にあたると考えるかについては、⾝体的暴⼒と性的暴⼒については「ど

んな場合も暴⼒にあたると思う」と回答した割合が高いものが多いですが、精神的暴⼒と経済的

暴⼒については低いものが多くなっています。⾝体を傷つける⾏為については、多くの⼈が暴⼒

として認識していますが、精神的暴⼒や経済的暴⼒等、⾝体を直接傷つけない⾏為はあまり暴⼒

として認識されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＤＶの被害状況 
暴⼒の種類を問わず、配偶者等から何らかの暴⼒を１度でも受けたことがある⼈は全体の約３

割で、⼥性の３⼈に１⼈、男性の５⼈に１⼈にのぼることが分かりました。過去の調査からの推

移をみると、⾝体的暴⼒を受けた⼈の割合は横ばい、性的暴⼒を受けた⼈の割合は減少していま

すが、精神的・経済的暴⼒は増えています。 

 

 

 

 

  

 

 

  

46.8 

45.2 

50.3 

79.0 

63.7 

72.1 

88.9 

65.2 

75.9 

38.0 

47.0 

44.9 

45.1 

39.5 

17.8 

31.2 

24.1 

9.1 

31.3 

18.8 

50.5 

39.6 

7.7 

8.9 

9.4 

2.5 

3.7 

2.7 

0.9 

2.9 

4.5 

10.8 

12.6 

0.6 

0.8 

0.8 

0.7 

1.4 

1.1 

1.1 

0.6 

0.8 

0.7 

0.7 

0% 50% 100%

家具などの物にあたる

何を言っても無視し続ける

交友関係や電話を細かく監視する

「誰のおかげで生活できるんだ」

「役立たず」などとののしる

大声でどなる

人の前で馬鹿にしたり、命令する

ような口調でものを言ったりする

子どもにやつあたりする

なぐるふりや物を投げ

つけるふりをして、脅す

生活費を渡さない

職についたり仕事を

続けることに反対する

収入や財産について何一つ教えない

74.6 

88.0 

96.9 

82.0 

77.8 

73.1 

24.0 

11.1 

2.1 

15.6 

17.7 

22.8 

0.3 

0.2 

0.2 

1.6 

3.7 

3.2 

1.1 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

0.9 

0% 50% 100%

平手で打つ

足でける

身体を傷つける可能性

のある物でなぐる

いやがっているのに

性的な行為を強要する

見たくないのに、ポルノ

ビデオやポルノ雑誌を見せる

避妊に協力しない

⾝

体

的

暴

⼒

経

済

的

暴

⼒

性

的

暴

⼒

どんな場合も暴⼒にあたると思う

暴⼒の場合とそうでない場合があると思う

暴⼒にあたると思わない

不明・無回答

精

神

的

暴

⼒

（N=1,004）

家具等の物にあたる 

何を言っても無視し続ける 

交友関係や電話を細かく監視する 

「誰のおかげで⽣活できるんだ」
「役⽴たず」等とののしる 

大声でどなる 

⼈の前で⾺⿅にしたり、命令する
ような口調でものを言ったりする 

子どもにやつあたりする 

なぐるふりや物を投げつけるふり
をして、脅す 

平手で打つ 

足でける 

⾝体を傷つける可能性のあ
る物でなぐる 

いやがっているのに性的な
⾏為を強要する 

⾒たくないのに、ポルノビ
デオやポルノ雑誌を⾒せる 

避妊に協⼒しない 

⽣活費を渡さない 

職についたり仕事を続けることに
反対する 

収⼊や財産について何⼀つ教えない 

※「被害経験あり」とは、暴⼒の種類によらず「何度もあった」「１、２度あった」と回答した⼈の合計 

図 3-3 ＤＶの被害経験 

図 3-2 暴⼒としての認識 

34.3

21.2

63.8

77.9

1.9

1.0

0% 50% 100%

被害経験あり 被害経験なし 不明・無回答

⼥性（N=467）

男性（N=312）
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（４）ＤＶ被害の相談状況 
ＤＶ被害者のうち、⼥性の約５割、男性の約６割が誰にも相談していません。相談しない理由

は、男⼥ともに「相談するほどのことではないと思ったから」「自分にも悪いところがあると思っ

たから」「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思ったから」の順に多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）市の取組 
ＤＶを防⽌するために必要なことについては、「⾝近な相談窓口を増やす」と回答した⼈が最も

多く、続いて「学校・大学で暴⼒防⽌の教育を⾏う」「第三者が通報・相談しやすくするしくみの

整備」「家庭での暴⼒防⽌の教育」となっており、相談や教育に関することが上位となっています。 

また、ＤＶ被害者への支援として必要なことについては、「⼀時的な避難場所の提供」「こころ

と体の健康に関する支援」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-5 

ＤＶを防⽌するのに必要だと思うこと 

図 3-6 

ＤＶ被害者への支援として必要だと思うこと 

図 3-4 受けた⾏為について、だれ（どこ）かに相談しましたか 

被害者が早期に相談できるよう、⾝近な
相談窓口を増やす 

学校・大学で児童・⽣徒・学⽣に対し、
暴⼒を防⽌するための教育を⾏う 

家庭で保護者が子どもに対し、暴⼒を防
⽌するための教育を⾏う 

加害者への罰則を強化する 

メディアを活用して、広報・啓発活動を
積極的に⾏う 

暴⼒をふるったことのある者に対して、
⼆度と繰り返さないための教育を⾏う 

地域で、暴⼒を防⽌するための研修会、
イベントなどを⾏う 

その他 

不明・無回答 

43.1 

28.8 

51.9 

62.1 

5.0 

9.1 

0% 50% 100%

⼥性（N=160）

男性 （N=66）

相談した だれ（どこ）にも相談しなかった 不明・無回答

66.6%

55.5%

54.8%

54.6%

51.1%

50.4%

38.4%

37.3%

18.3%

4.6%

2.7% （N=1,004）

⼀時的な避難場所の提供 

こころと体の健康に関する支援 

経済的な支援 

同性の相談員等による相談や情報提供 

加害者への対応に関する支援 

子どもに関する支援 

裁判・調停に関する支援 

住宅確保に関する支援 

仲間づくりの支援 

技能・資格取得等の就労に関する支援 

その他 

不明・無回答 

53.5%

46.7%

38.1%

37.0%

34.7%

31.3%

26.5%

25.0%

23.5%

16.3%

9.4%

1.1%

2.1% （N=1,004）
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（１）指標の達成状況 

第３次プランでは、各課推進 98 事業のうち 94 事業は予定どおり実施されています。推進が遅

れている４事業は「各種審議会の⼥性委員の登用率」「ひとり親家庭の就業支援」「⻘少年や児童⽣

徒、保護者に対する情報活用能⼒向上のための啓発」「介護、介護予防等の推進」となっています。 

 

指標 
実績値 

目標値 評価 
H25 H30 

① ライフステージⅠ「命をはぐくむ」 

「子育て全般を夫婦共同で⾏う」と回答した⼈の割合 37.8％ 35.4％ 60％ D 

「家事全般を夫婦共同で⾏う」と回答した⼈の割合 21.2％ 25.6％ 30％ B 

パパ・ママ教室の受講者数に占める父親の参加⼈数の割合 35.3％ 48.1％ 40％ A 

０〜２歳児のこども園の利用定員数 2,092 ⼈ 2,721 ⼈ 2,621 ⼈ A 

男性の育児休業取得率 － 24.1％ 5% A 

② ライフステージⅡ「個を尊び・育てる」 

高校⽣・大学⽣を対象とした男⼥共同参画に関する啓発事業の実施回数 － 3 事業 3 事業 A 

「学校教育の場が男⼥平等である」と回答した⼈の割合 53.6％ 50.2％ 65％ D 

③ ライフステージⅢ「共に働き・共に生きる」 

優良事業所に対する表彰制度に応募した事業所数 
9 件 

（H26） 14 件 12 件 A 

「家事全般を夫婦共同で⾏う」と回答した⼈の割合（再掲） 21.2％ 25.6％ 30％ B 

⼀番下の子どもの年齢が0〜3 歳の⼥性の「勤めている」と回答した⼈の割合 
21.9％ 

（H23） 50.7％ 25％ A 

０〜２歳児のこども園の利用定員数（再掲） 2,092 ⼈ 2,721 ⼈ 2,621 ⼈ A 

男性の育児休業取得率（再掲） － 24.1％ 5% A 

年次有給休暇取得率 - 54.3％ 60％ B 

介護休業制度を整備している事業所の割合 
68.5％ 

（H23） 79.0％ 80％ B 

④ ライフステージⅣ「⽼いを生き・⽼いを支える」 

シニア世代を対象とした男⼥共同参画に関する事業の実施回数 3 講座 3 講座 3 講座 A 
60 歳以上の「『⼥らしく、男らしく』する方がよい」との考えに「そう思わ
ない」と回答した⼈の割合 14.0％ 10.2％ 20％ D 

⑤ すべてのライフステージに関わるもの 

「社会通念・慣習やしきたり」において「男⼥平等である」と回答した⼈の割合 11.3％ 10.6％ 14％ D 

「防災対策に⼥性の視点を含める必要がある」と回答した⼈の割合 43.3％ 47.7％ 65％ B 

配偶者や恋⼈から⾝体的暴⼒を経験したことがない割合 78.1％ 79.2％ 80％ B 

本市のＤＶについて相談できる窓口があることを「知っている」と回答した⼈の割合 45.2％ 36.6％ 65％ D 

【評価基準】 

A︓平成30 年度の実績が目標を達成している 

B︓目標に至らなかったが改善している 

C︓平成25 年度の実績から変化がない 

D︓平成25 年度の実績から後退している  
第３次プランの進捗状況 
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（２）指標の評価 
目標達成もしくは目標値近くまで達した指標は、「男性の育児休業取得率」「⼀番下の子どもの

年齢が 0〜3 歳の⼥性の「勤めている」と回答した⼈の割合」「介護休業制度を整備している事業

所の割合」等であり、企業の取組に関連するものが多く、企業の取組の成果が表れています。 

⼀方、目標を達成できていない、もしくは改善されたが目標にはまだ近づいていない指標とし

ては、「「子育て全般を夫婦共同で⾏う」と回答した⼈の割合」「「家事全般を夫婦共同で⾏う」と

回答した⼈の割合」「「学校教育の場が男⼥平等である」と回答した⼈の割合」「60 歳以上の「『⼥

らしく、男らしく』する方がよい」との考えに「そう思わない」と回答した⼈の割合」等、市⺠

の意識に関するものが多くなっています。そのため、市⺠の意識啓発事業を推進する等、市⺠理

解の普及を進めていく必要があります。 

 

 

（３）事業成果 
事業を通して、男⼥共同参画分野における市⺠団体が⽴ち上がる等、市⺠の自主性も成⻑して

います。市内のＮＰＯ法⼈、市⺠活動団体数をみると、増加傾向にあり、その背景には市⺠活動

の認知促進や、補助制度等の活動支援等により、市⺠活動がある程度定着してきたと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
図 4-1 市内 NPO、市⺠活動センター登録団体数 

224

59

288

66

市⺠活動センター

登録団体数

市内ＮＰＯ法⼈数
平成24年度

平成30年度

資料︓豊⽥市市⺠活躍支援課
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第４章 豊⽥市の取組による成果と課題

豊⽥市の取組による成果 

 

職場での⼥性の働き方については、仕事への積極性や継続型就労の意識が大幅に高まっていま

す。併せて、職場での待遇や仕事内容の性別による違いは小さくなっており、職場の環境は改善さ

れつつあります。これにより事業所の取組に⼀定の成果があったことが分かります。 

 

 

市内事業所のワーク・ライフ・バランスに関する取組として、⻑時間労働の是正や職場の風⼟づ

くり・意識の改善がよく取り組まれており、年次有給休暇の取得率は全国平均を上回る結果となり

ました。このことからワーク・ライフ・バランスの推進は着実に進んでいると言えます。 

 

 

審議会委員等への⼥性登用率、市役所の管理監督職の⼥性の割合をみると、目標値には到達しないも

のの着実に上昇しています。 

 

 

本市では、「男は仕事・⼥は家庭」という考え方に対して「反対」である割合が、全国や愛知県と

比較して高く、男⼥共同参画に関する意識は高い状況であることが分かります。 

 

 

市内ＮＰＯ法⼈や市⺠活動センター登録団体が増えており、新たな市⺠活動団体が⽴ち上がって

います。社会活動への市⺠⼀⼈ひとりの自主性が育まれています。  
職場における⼥性の働く環境は改善されています 
年次休暇の取得率が全国平均を上回っています 

本市の審議会等や管理監督職の⼥性割合は上昇しています 

男⼥共同参画に対する意識は高まっています 

市内ＮＰＯ法⼈や市⺠活動団体の数が増えています 
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男⼥の関わりや、家庭や地域活動での役割分叕では、男⼥共同参画の意識が進みつつあるものの、意識

と実際の⾏動に大きなギャップがみられます。今後は⾏動面の改善をより強く進めていき、固定的性別役

割分叕の解消により、誰もがより自分らしく活躍できる環境づくりを進めていくことが重要となります。 

 

 

本市は、製造業に特化した産業構造となっていることから、⼥性よりも男性の⼈口や、就業者数が多い

特徴があります。そして、⼥性の年齢階級別労働⼒率「Ｍ字曲線」の谷は、全国値より深く、専業主婦も

多い傾向にあります。また、育児・介護と仕事との両⽴問題に直面した場合には、男性より⼥性の方が離

職を選択する傾向が強いです。男⼥ともに安心して育児や介護をしながら働き続けられるワーク・ライフ・

バランスの推進が課題です。 

 

 

企業の⼥性役職者の登用は進んでおらず、男性中心型の労働慣⾏が依然として残っている面があること

が分かりました。⻑時間労働の是正とともに、男性中心型の労働慣⾏の解消が必要です。 

 

 

性的少数者（ＬＧＢＴ等）の認知度は高いものの、現状は、偏⾒や差別等のために性的少数者にとって

⽣活しづらい社会になっていると多くの⼈が感じていることが分かりました。偏⾒や差別のない社会の形

成に向けて、新たに取り組んでいくことが求められます。 

 

 

配偶者から⼀度でも何らかの暴⼒を受けたことがあるＤＶ被害者は、およそ３⼈に１⼈にのぼり、男性

より⼥性の方が多くなっています。また、ＤＶにより命の危険を感じたことがある⼈は 16.6％、子ども

がＤＶを目撃しているケースは 32.8％あり、ＤＶ被害の深刻さや子どもへの心理的虐待が危惧されます。

こういった被害を出さないためにも、今後も積極的な対策を継続していくことが求められます。  
家庭や地域活動における男⼥共同参画の⾏動は進んでいません 

育児・介護による⼥性の離職率が高いです 

男性中心型の労働慣⾏が依然として残っています 

ＤＶ被害者は約３⼈に１⼈の割合です 

豊⽥市の取組における課題 

性的少数者（ＬＧＢＴ等）が⽣活しづらい社会となっています 
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（１）固定的性別役割分叕意識の解消 

今回の市⺠意識調査では、男⼥の平等観が後退する結果が出るとともに、男⼥間の意識差も広

がりつつあることから、市⺠の意識醸成が大きな課題となっています。 

特に、家庭と地域では、男⼥共同参画を望む「意識」は高まりつつあるものの、実際の「⾏動」

につながっておらず、固定的性別役割分叕意識の解消が重要です。中でも、男性の意識と⾏動の

転換が重要なキーポイントになると考えられます。 

⼀方、職場では、企業の主体的な取組の成果として、待遇や仕事内容等での性別による違いは

改善されつつあります。しかし、⼥性の育児や介護との両⽴の難しさや⻑時間労働等の問題が依

然として残っていることも分かりました。今後は、企業の主体的な取組をより⼀層促進し、男性

中心型労働慣⾏の改善、性差による偏りのない環境づくりを推進していくことが重要です。 

 

（２）一⼈ひとりの生きがいや活躍の推進 

本市は、令和 2 年をピークに⼈口減少局面に突⼊することが推計され、それに伴い労働⼒⼈口

の減少や超高齢化、地域を支える⼈材等の減少等により、社会経済や地域コミュニティの活⼒低

下が懸念されます。 

特に、⼥性の活躍推進については、役職やリーダー等への⼥性起用は企業、地域で思うように

進んでいません。このような状況を改善し、⼥性が家庭、職場、地域等の様々な場面で存分に能

⼒を発揮し、活躍できる環境をつくることが急務の課題となっています。 

⼀方、市⺠活動に対する参加意欲は高まっているものの、まだ⾏動につながっていない市⺠が

多いことが分かりました。市⺠のこのような潜在意識の具現化による⾏動変容を促し、拡大して

いくことが重要です。⼈⽣ 100 年時代を⾒据えた、⽣涯を通した活躍の場づくりが必要です。 

 

（３）多様性や⼈権を尊重した社会づくり 

今回、本市で初めて実施した性的少数者（ＬＧＢＴ等）に関する意識調査では、性的少数者（Ｌ

ＧＢＴ等）という言葉の認知度は高く、差別や偏⾒等により⽣活しづらい社会であると感じてい

る⼈が多いことが分かりました。 

このような社会においては、多様性を尊重した社会づくり、市⺠の意識づくりが重要です。 

また、本市ではこれまでＤＶ防⽌を目的にＤＶ対策基本計画を策定し、ＤＶの防⽌や被害者の

保護に関する対策を進めてきました。意識調査からは、暴⼒に対する認識は徐々に改善されてい

ることが分かりますが、ＤＶの被害経験者は約３割にものぼり、依然としてＤＶに苦しむ⼈が多

いことが分かりました。⼀方で、被害者救済のきっかけとなる相談窓口の利用は少ない状況です。

ＤＶ等の暴⼒の根絶は、依然として重大かつ喫緊の課題であり、⼀⼈ひとりの⼈権がしっかりと

守られた社会づくりが必要です。  

成果と課題から第４次プランで求められること 

第５章  
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社会動向や本市の男⼥共同参画、特徴と課題等を踏まえ、第４次プラン推進において特に重要

と考えられるポイントを整理します。  
（１）ライフステージ型プランからの転換 

第3次プランまでは、男⼥共同参画が⼈の⼀⽣に密接に関わるものであることを表現するため、

乳幼児期から高齢期までを４つの年齢期に分け四つ葉の葉に⾒⽴てるとともに、葉の１枚１枚を

ライフステージとし、性別や年齢期に合わせた施策を展開してきました。しかし、これからは⼀

⼈ひとりが多様な⽣き方を自由に選択できる時代です。そのような時代に合わせ、本プランでは

クローバーの葉を「４つの道しるべ」へと発展させ、性別や年齢を超え、⼀⼈ひとりの選択を応

援するプランとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次プラン推進のポイント 

転
換
期 

＜第４次プラン＞ 

ライフステージにとらわれない、⼀⼈ひとりの

多様な⽣き方を尊重した４つの“道しるべ” 

共に働き 
共に支える 

生き生きと
楽しむ

安心して 
暮らす 

個を尊び 
育てる 

＜第３次プラン＞ 

命を育むから⽼いを⽣き・⽼いを支えるまでの

４段階の“ライフステージ”に切り分けたもの 

共に働き 
共に生きる 

個を尊び 
育てる 

⽼いを生き 
⽼いを支える 

命を
はぐくむ

１ ３ 
２ ４ 

１ ３ 
２ ４ 
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（２）「楽しむ」という豊⽥市らしい進め方の導入 

本市では、第８次豊⽥市総合計画、「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」条例をスタートさせ、改めて「楽

しむ」をキーワードに掲げ、“暮らしを楽しむことができるまち”を目指して、市⺠・企業・⾏政

が共働して様々な取組を進めています。本プランにおいては、男⼥共同参画からの発展的転換を

目指し、個性や能⼒の発揮が重要な要素となっています。それらの実現に向けては、強制や義務

ではなく、自ら主体的に取り組むことが重要です。そこで、より主体的に、前向きに取り組むた

めには、この「楽しむ」という要素を目標に加えることで、豊⽥市らしく明るく積極的に取組を

進めることができるものと考えます。 

 

 

（３）市⺠・企業の主体性と⾏政主導のバランスある施策展開 

市⺠意識調査から、男⼥共同参画に関する意識は少しずつ改善されるとともに、企業の取組も

充実しつつあることが分かりました。このような意識や取組を今後より⼀層加速させていくため

には、⾏政からの⼀方的な事業等の提供ではなく、自主的な活動を⾏う市⺠、企業、団体をバッ

クアップしていくことが重要となります。 

第３次プランでは、様々な取組を実施しましたが、意識調査の結果、成果指標の達成度をみる

と、目標の達成に至っていない部分も残っています。そのため、市⺠意識の醸成や啓発等の面で

は、引き続き、⾏政主導による⼀層の事業推進が求められます。 

市⺠や企業等の主体的な動きへの的確な支援や連携と、市⺠意識の醸成等、⾏政主導の積極的

な取組とのバランスを図りながら、効果的な施策展開を進めることが求められます。 
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第６章

第４次プランの考え方
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第６章 第４次プランの考え方

施策の体系 

基本理念 道しるべ ⾏動指針  

男⼥共同参画社会の実現
のための普遍的な考え 

基本理念の実現へ向かうための４つの道しるべ 基本理念を実現するた
めにとる手法・進め方  

誰
も
が
自
分
ら
し
く 
楽
し
く
暮
ら
せ
る
社
会 

 

⾏動指針１  

市⺠や活動団体と⾏
政の共働による取組
の推進 

 

 

 

 

 

 

  

⾏動指針２  

企業や地域と⾏政が
連携した市⺠活躍の
推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⾏動指針３  

市⺠の⾏動の変化を
促す実効性のある取
組の推進 

 

 

 

 

  
個を尊び 

育てる 

共に働き 

共に支える 

１ ３ 

２ ４ 

生き生きと 

楽しむ 

安心して 

暮らす 

誇りを持って生きる 

 

誰
も
が
自
分
ら
し
く 
楽
し
く
暮
ら
せ
る
社
会
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重点取組 施策 事業例  

課題を踏まえ、重点的に
取り組むこと 
取組の実施において心が
けるポイント 

基本理念実現のために実⾏する取組 施策の具体的な事業例 施策に関連する
道しるべの番号 

重点取組１ （１）家庭や地域における男⼥共同参画の推進 地域で開催する男⼥共同参画促進ワークショップ等 1 2 3 

家庭、職場、地域における
固定的性別役割分叕の解
消、⾏動変容の促進 

（２）男⼥共同参画による子育ての推進 固定的性別役割分叕意識解消のための職場・家庭訪問  1 3  

（３）⼥性活躍支援の取組の連携 講座等へのキャリアコンサルタントの派遣 2 3  

〔主な視点１〕 

男⼥共同参画からの 
「発展的転換」 
（自分らしさの尊重） 

（４）男⼥共同参画の意識を育てる教育環境の整備 教職員等に対する研修 1 2  

（５）若者への啓発事業の推進 学⽣の進路選択やキャリアプランに関する教育 1 2  

（６）男⼥共同参画に関する幅広い啓発・気運づくり ⼥性及び男性応援講座 2   

（７）防災における男⼥共同参画の推進 自主防災会における⼥性の参画促進 3 4  

      

重点取組２ （８）⼥性の就業はじめ地域活動への支援 離職中⼥性の再活動のためのセミナー 2 3  

⽣涯を通して働ける・ 
活躍できる環境づくり 

（９）市⺠活動活性化のための環境整備 市⺠活動体験プログラムの実施 2 3 4 

（10）⼈材づくりの推進 リカレント教育の推進 2 3  

〔主な視点２〕 

⼀⼈ひとりの⼈⽣や 
⽣きがいの充実 

 
☆⼈⽣１００年時代の 

到来を⾒据える 

（11）⽣きがい対策の推進 現役男性や中高齢期の⽣きがい支援 2 3  

（12）働き方改⾰の推進 働き方改⾰推進のための事業所訪問 3   

（13）あらゆる分野での⼥性の参画促進 審議会等への⼥性委員の登用促進 3   

（14）男⼥の活躍を支えるための保育・介護分野の充実 放課後児童クラブ・家族介護交流 3 4  

（15）こころとからだの健康づくりの推進 こころとからだのケアに関する講座 4   

（16）安全安心な妊娠や出産のための支援の充実  妊娠や出産についての広報・啓発 4   

      

重点取組３ （17）⼀⼈ひとりの活躍機会の創出 全国都市会議のフォローアップ 2 3 4 

多様性を受け⼊れる 
ダイバーシティ社会 
への変容 

（18）⼈権と性の尊重意識の醸成 性的少数者の理解講座を通した啓発 1 2 4 

（19）あらゆる暴⼒の防⽌ 関係機関との連携強化 4   

〔主な視点３〕 

個の多様性を認め、誰もが
⽣活しやすい社会の実現 

（20）ＤＶ被害者の安全確保のための保護 ＤＶ被害者の相談窓口の運営 4   

（21）ひとり親家庭の自⽴支援 ひとり親家庭の就業支援 4   

     
※  網掛け …新規事業もしくは拡充事業 
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本プランでは、第３次プランまでの基本的な考え方を継承するとともに、豊⽥市らしいまちづ

くりの考え方も反映した男⼥共同参画社会を実現することで、男⼥を問わず「誰もが自分らしく 

楽しく暮らせる社会」を構築することを目指します。   
 

 

 

 

       
市⺠⼀⼈ひとりが、クローバーの葉が表す「道しるべ」をもとにして、基本理念である「誰も

が自分らしく 楽しく暮らせる社会」を実現するために取る手法を、次の３点のとおり⾏動指針

とし、第 4 次プランを着実に推進します。 

 

（１）市⺠や活動団体と⾏政の共働による取組の推進 

・市⺠や市内ＮＰＯ法⼈等活動団体の自主性を尊重した取組の推進 

・意欲のある市⺠や活動団体と⾏政の共働による取組の加速 

 

（２）企業や地域と⾏政が連携した市⺠活躍の推進 

・企業による主体的な取組の推進 

・企業と⾏政の連携による、働き方改⾰の推進 

・職場のみならず、家庭や地域でも⽣きがいを感じられるような働きかけの推進 

 

（３）市⺠の⾏動の変化を促す実効性のある取組の推進 

・市⺠や活動団体、企業、地域と協⼒して、より強⼒に男⼥共同参画を推進 

・市⺠への意識啓発等により、市⺠の主体性を育成し、⾏動変容を促進     
基本理念（将来像） 

⾏動指針 

誰もが自分らしく 楽しく暮らせる社会 
男⼥共同参画社会を実現することで、⼀⼈ひとりの個性と能⼒を⼗分に発揮し、 

様々な社会問題を解決する道筋となり、誰もが自分らしく 

⼈⽣を楽しく送ることを目的とします。 



 
39 

 

第
６
章 

第
４
次
プ
ラ
ン
の
考
え
方 

 

 

 

 

本プランの基本理念実現のためには、市⺠⼀⼈ひとりが自分も他者も尊重し、誇りを持って⽣

きることが大切です。誇りを持っていれば、様々な壁に突き当たった場合も、他者と協⼒しなが

ら乗り越えることができ、⽣きる楽しさや喜びもより充実したものになると考えています。本プ

ランでは次に掲げる四つ葉のクローバーを、基本理念「誰もが自分らしく 楽しく暮らせる社会」

の実現に向かうための、市⺠⼀⼈ひとりの「道しるべ」とし、着実な取組を推進します。                                
  

四つ葉のクローバーに込められた想い 

【四つ葉の１枚目】個を尊び 育てる 

○⼈権の尊重と男⼥共同参画を学ぶ教育環境づくりの推進 

子どもたちをはじめすべての⼈が男⼥共同参画や⼈権、ダ

イバーシティに対して正しい認識を持ち、将来を通して性別

に関わらず個性と能⼒を発揮できるような教育を推進しま

す。 

【四つ葉の２枚目】生き生きと楽しむ 

○⼈生１００年時代の到来を⾒据え、 

誰もが生きがいを持って楽しむ環境づくり 

あらゆる⼈が⽣涯を通して自分らしく輝きを持って⽣き

るための環境づくりを推進します。男⼥共同参画からの発展

的転換の先にある姿として、性別によらず、あらゆる⼈が⽣

涯を通して幸せや⽣きる喜びを感じ、自分らしく誇りを持っ

て⽣きることができる環境づくりを推進します。 
【【【【四つ葉の３枚目】共に働き 共に支える 

○様々な分野で男⼥共同参画を実践し、 

豊かに過ごせる家庭・職場・地域づくり 

⼀⼈ひとりが自⽴し、家庭や職場、地域での役割を果たし

ながら、自己実現や⽣きがいづくりに取り組める環境づくり

を進めます。また⼥性の⼀層の活躍を推進します。 

【四つ葉の４枚目】安心して暮らす 

○お互いを尊重し、安心して暮らせる社会環境づくり 

すべての⼈の⼈権が尊重され、安心して暮らせるように、

様々なマイノリティの理解促進や相談等による支援、ＤＶ等

による⼈権侵害⾏為の防⽌等、市⺠の安全を支える基盤づく

りを促進します。 
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課題と推進のポイントを踏まえ、重点取組を以下のように設定します。 

 

（１）家庭、職場、地域における固定的性別役割分叕の解消、⾏動変容の促進 

男⼥共同参画に対して自ら主体的かつ前向きに、そして楽しみを感じながら⾏動できるように

促し、考え方（理想）と⾏動（現実）の差をなくすような取組を進めます。 

 

主な視点 男⼥共同参画からの「発展的転換」（自分らしさの尊重）  

具体的な 

事業 

・地域で開催する男⼥共同参画促進ワークショップ等 

・固定的性別役割分叕意識解消のための職場・家庭訪問 

・講座等へのキャリアコンサルタントの派遣 

 

（２）生涯を通して働ける・活躍できる環境づくり 

様々なライフイベントに関わらず働き続けられる職場と、それを支える家庭環境をつくります。

同時に、家庭、職場、地域等あらゆる場面で自分の個性や能⼒を存分に発揮でき、楽しさややり

がいを感じられる環境づくりを進めます。 

 

主な視点 一⼈ひとりの⼈生や生きがいの充実 

具体的な 

事業 

・離職中⼥性の再活動のためのセミナー 

・市⺠活動体験プログラムの実施 

・リカレント教育の推進 

・現役男性や中高齢期の⽣きがい支援 

 

（３）多様性を受け入れるダイバーシティ社会への変容 

性的少数者（ＬＧＢＴ等）をはじめ、多様な個性を持つ市⺠が自分らしく⽣き⽣きと楽しく暮

らせるように、多様性を認め合える寛容なダイバーシティ社会の形成に向けた取組を進めます。 

 

主な視点 個の多様性を認め、誰もが生活しやすい社会の実現 

具体的な 

事業 

・第 24 回男⼥共同参画全国都市会議 in とよたのフォローアップ 

・性的少数者（ＬＧＢＴ等）の理解講座を通した啓発 

 

 

重点取組 
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事業欄の   …⼥性活躍推進法関連事業   …ＤＶ防⽌法関連事業 

重点取組 施策 No. 事業 叕当課 ページ 

重
点
取
組
１ 

家
庭
︑
職
場
︑
地
域
に
お
け
る
固
定
的
性
別
役
割
分
叕
の
解
消
︑
⾏
動
変
容
の
促
進 

（１）家庭や地域における 

男⼥共同参画の推進 １ 

ワークショップ等を通した自治区の

地域活動における男⼥共同参画の促

進（新規） 

男⼥共同参画センター 

46 ２ 
自治区における地域の⼥性参画につ

いての啓発 
地域支援課 

３ 地域会議における⼥性委員の選任促進 地域支援課 

４ 
保護者のための家庭用教育冊子の各

⼾配布 
次世代育成課 

（２）男⼥共同参画による 

子育ての推進 

５ 
固定的性別役割分叕意識の解消のた

めの職場・家庭訪問（新規） 
男⼥共同参画センター 

47 

６ 
男性の家事・子育て・介護講座等を

通した意識の向上  
男⼥共同参画センター 

７ 子育てに関する親向け講座等の開催 次世代育成課 

８ 
子育てに関する悩みを相談し合う交

流会等の開催 
次世代育成課 

９ 
出産を控えた夫婦の「パパ・ママ教

室」への父親の参加促進 
子ども家庭課 

（３）⼥性活躍支援の 

取組の連携 

10 

男⼥共同参画センター主催の講座等

へのキャリアコンサルタント派遣の

実施（新規） 

男⼥共同参画センター 

産業労働課 

48 

11 

男⼥共同参画センターと⼥性しごと

テラス等の⼥性支援機関、窓口の連

携促進 

男⼥共同参画センター 

産業労働課 

12 各種⼥性団体との連携 男⼥共同参画センター 

（４）男⼥共同参画の意識を 

育てる教育環境の整備 

13 

電子データ化した副読本やジェンダ

ーマンガ等を活用した小中学校にお

ける男⼥共同参画意識の向上 

学校教育課 

49 

14 
教職員・教育保育職に対する男⼥共

同参画研修等の実施 
男⼥共同参画センター 

15 
⼈権週間の取組等と連携した教職員

に対する男⼥共同参画意識の向上 
学校教育課 

16 
小中学校における「⼈権を考える集

い」の開催 
市⺠相談課 

17 
こども園、小中学校等における「⼈

権移動教室」の実施 
市⺠相談課   

第７章 施策の展開 
事業一覧 

⼥活 ＤＶ 

⼥活 
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重点取組 施策 No. 事業 叕当課 ページ 

︵
重
点
取
組
１
︶ 

（５）若者への啓発事業の推進 

18 
学⽣の進路選択やキャリアプランに

関する教育の実施 
男⼥共同参画センター 

50 

19 
男⼥共同参画教材の企画等への高校

⽣ボランティアの参画 
男⼥共同参画センター 

20 
教育機関等と連携した男⼥共同参画

に関する意識の啓発 
男⼥共同参画センター 

21 
理⼯系分野における⼥性の参画推進 

 
男⼥共同参画センター 

（６）男⼥共同参画に関する 

幅広い啓発・気運づくり 

22 
市⺠に向けた男⼥共同参画に関する

情報発信 
男⼥共同参画センター 

51 
23 

男⼥共同参画の啓発イベントのリニ

ューアル 
男⼥共同参画センター 

24 
⼥性及び男性応援講座、男⼥共同参

画セミナー、出前講座等の開催 
男⼥共同参画センター 

25 市⺠活動団体とのコラボ事業の実施 男⼥共同参画センター 

（７）防災における 

男⼥共同参画の推進 

26 
男⼥共同参画の視点を持った防災・

災害時における活動の啓発 

防災対策課 

男⼥共同参画センター 

52 27 自主防災会における⼥性の参画促進 防災対策課 

28 
災害対策の方針決定過程への⼥性の

参画促進 
防災対策課 

重
点
取
組
２ 
⽣
涯
を
通
し
て
働
け
る
・
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り 

（８）⼥性の就業はじめ 

地域活動への支援 

29 
⼥性の「働く」を支援する講座等の

開催（拡充） 

産業労働課 

男⼥共同参画センター 

53 
30 

離職中⼥性の再活動に向けたセミナ

ー等の実施  
男⼥共同参画センター 

31 
⼥性の昇進意欲向上のためのステッ

プアップ講座等の開催  
男⼥共同参画センター 

32 ⼥性の活躍支援に関する情報提供 男⼥共同参画センター 

（９）市⺠活動活性化のため

の環境整備 
33 

男⼥共同参画センターと市⺠活動セ

ンターの連携による市⺠活動体験プ

ログラムの実施（新規） 

男⼥共同参画センター 

市⺠活動センター 
54 

（10）⼈材づくりの推進 34 リカレント教育の推進（新規） 男⼥共同参画センター 55 

（11）⽣きがい対策の推進 

35 
現役男性や中高齢期の⽣きがい支援

（新規） 
男⼥共同参画センター 

56 36 
シニアアカデミーや高齢者クラブ等

高齢期の活動の充実 
市⺠活躍支援課 

37 
高齢期を豊かにする⽣きがいづくり

のための地域活動の叕い手育成 
市⺠活躍支援課      

⼥活 

⼥活 

⼥活 

⼥活 

⼥活 
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重点取組 施策 No. 事業 叕当課 ページ 

︵
重
点
取
組
２
︶ 

（12）働き方改⾰の推進 

38 
働き方改⾰推進のための事業所訪問

の実施  
産業労働課 

57 

39 
働き方改⾰アドバイザー・講師派遣

事業の実施  
産業労働課 

40 

働きやすく働きがいのある職場環境

づくりに取り組む優良事業所に対す

る表彰制度の実施  

産業労働課 

41 
ワーク・ライフ・バランスキャンペ

ーンの実施 
男⼥共同参画センター 

42 
公共調達における男⼥共同参画社会

に貢献する制度の認定  

契約課 

男⼥共同参画センター 

（13）あらゆる分野での 

⼥性の参画促進 

43 
「自治区実態調査」による自治区役

員に占める⼥性比率調査等の実施 
地域支援課 

58 
44 

地域で活躍できる⼥性の⼈材育成及

び発掘 
男⼥共同参画センター 

45 審議会等への⼥性委員の登用促進 ⾏政改⾰推進課 

（14）男⼥の活躍を支える 

ための保育・介護分野 

の充実 

46 待機児童への対応  保育課 

59 

47 
休⽇保育・⼀時保育の実施及び延⻑

保育の充実  
保育課 

48 病児保育事業の充実 保育課 

49 放課後児童クラブの充実  次世代育成課 

50 
介護離職を防ぐための環境整備に向

けた取組の推進  
男⼥共同参画センター 

51 
高齢期を健康に過ごすための介護予

防の推進 
地域保健課 

52 
家族で介護を⾏う⼈への家族介護交

流事業、認知症介護家族会の実施 
高齢福祉課 

（15）こころとからだの 

健康づくりの推進 

53 
⼥性及び男性のための相談事業の実

施及び相談窓口の周知 
男⼥共同参画センター 

60 54 
こころとからだのケアに関する講座

等の実施 
男⼥共同参画センター 

55 こころの健康づくりの推進 保健部総務課 

56 ⼥性特有の病気等に関する対応 保健部総務課 

（16）安全安心な妊娠や出産 

のための支援の充実 

57 妊娠や出産についての広報・啓発 子ども家庭課 

61 

58 
不妊に関する相談や治療費助成等の

支援 
子ども家庭課 

59 
妊婦健康診査の実施及び受診の重要

性の周知 
子ども家庭課 

60 
働く妊婦のための⺟性健康管理指導

事項連絡カードの活用促進と普及 
子ども家庭課    

⼥活 

⼥活 

⼥活 

⼥活 

⼥活 

⼥活 

⼥活 

⼥活 
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重点取組 施策 No. 事業 叕当課 ページ 

重
点
取
組
３ 

多
様
性
を
受
け
⼊
れ
る
ダ
イ
バ
�
シ
テ
�
社
会
へ
の
変
容 

（17）⼀⼈ひとりの活躍機会 

の創出 
61 

「第 24 回男⼥共同参画全国都市会議

in とよた」のフォローアップ（新規） 
男⼥共同参画センター 62 

（18）⼈権と性の尊重意識 

の醸成 

62 
性的少数者（LＧＢＴ等）の理解講座

による啓発（新規） 
男⼥共同参画センター 

63 63 くらしの⼈権相談の実施 市⺠相談課 

64 中学⽣のための思春期教育事業の開催 子ども家庭課 

65 子どもの権利学習プログラムの実施 次世代育成課 

（19）あらゆる暴⼒の防⽌ 

66 
ＤＶ被害の早期発⾒と相談機能の強

化  
子ども家庭課 

64 67 
関係機関との連携・強化及びネット

ワーク機能の充実  
男⼥共同参画センター 

68 
ＤＶやハラスメント、ストーカー防

⽌のための教育・啓発の実施  
男⼥共同参画センター 

（20）ＤＶ被害者の安全確保 

のための保護 

69 
ＤＶ被害者のための相談窓口の適切

な運営と周知 
男⼥共同参画センター 

65 

70 
ＤＶ被害者の安全確保と安心な自⽴

支援  
男⼥共同参画センター 

71 
子どもがいる家庭の緊急時の安全確

保と⼀時保護の実施  
子ども家庭課 

72 
高齢者、障がい者及び⼥性の緊急時

の安全確保と⼀時保護の実施  
福祉総合相談課 

（21）ひとり親家庭の 

自⽴支援 

73 

⺟子父子寡婦福祉資⾦の貸付け及び

⺟子・父子家庭自⽴支援給付⾦の支

給による支援  

子ども家庭課 

66 
74 

ひとり親相談の推進（⺟子・父子自

⽴支援員事業） 
子ども家庭課 

75 
ひとり親家庭への就業支援（ひとり

親家庭就業支援事業） 
子ども家庭課 

市職員への取組 

76 特定事業主⾏動計画の確実な推進 ⼈事課 

67 77 
ワーク・ライフ・バランスキャンペ

ーン事業の実施 
男⼥共同参画センター 

78 市職員の男⼥共同参画研修の実施 男⼥共同参画センター   
  

ＤＶ 

ＤＶ 

ＤＶ 

ＤＶ 

ＤＶ 

ＤＶ 

ＤＶ 

ＤＶ 

ＤＶ 
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重点取組１ 

家庭、職場、地域における固定的性別役割分叕の解消、⾏動変容の促進 
 

（１）家庭や地域における男⼥共同参画の推進 
家庭や地域における固定的性別役割分叕意識を解消し、⼥性をはじめとした多様な⼈が

活躍できるように、男⼥共同参画を着実に推進します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

1 

ワークショップ等を通し
た自治区の地域活動にお
ける男⼥共同参画の促進
（新規） 

男⼥共同参画をテーマにしたワークショップ
等を地域で開催し、男⼥共同参画による地域活
動の気運の醸成を図ります。 

男⼥共同参画センター 

2 
自治区における地域の⼥
性参画についての啓発 

地域における意思決定の場への⼥性参画や役
員選任を促進するために、全自治区⻑を対象に
「男⼥共同参画推進」に関する啓発を実施しま
す。 

地域支援課 

3 
地域会議における⼥性委
員の選任促進 

２年に１回実施している地域会議委員の選考
について、手続要領に基づき、公募委員の積極
的活用、年齢構成、地域性等とともに「男⼥比
率」（30％目標）に配慮した選考に努めます。 

地域支援課 

4 
保護者のための家庭用教
育冊子の各⼾配布 

保護者の家庭教育⼒の向上に向けた情報誌「親
ノート」を、小中学⽣の保護者に配布します。 

次世代育成課 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観の問において、「家庭⽣活で
は男⼥平等である」と回答した⼈の割合 

 
25.9％ ▶ 30％ 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観の問において、「地域社会の
場は男⼥平等である」と回答した⼈の割合 

 
23.8％ ▶ 30％             

具体的施策と主な事業 
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（２）男⼥共同参画による⼦育ての推進 
男性が夫婦共同による家事・子育てについて考え、⾏動しやすいように、ワーク・ライフ・

バランスの推進をはじめ、職場環境の改善や家庭での役割の再分叕等の機会の創出を実施

します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

5 
固定的性別役割分叕意識
の解消のための職場・家
庭訪問（新規） 

固定的性別役割分叕意識の解消のために、直接
職場や家庭へ訪問し、夫婦の役割分叕について
考え・⾏動する機会を創出します。 

男⼥共同参画センター 

6 
男性の家事・子育て・介
護講座等を通した意識の
向上 

⽇常⽣活の中で家事・子育て・介護に参加する
ことが少ない男性を対象に必要な知識と技術
の習得と、家庭との関わり方の⾒直しを目的
に、男性を対象とした講座を開催します。 

男⼥共同参画センター 

7 
子育てに関する親向け講
座等の開催 

子育てに関する親向け講座「家庭教育講座」等
を開催します。 

次世代育成課 

8 
子育てに関する悩みを相
談し合う交流会等の開催 

地域において、子育てに関する悩みを相談し合
う「親育ち交流カフェ」等を開催します。 

次世代育成課 

9 
出産を控えた夫婦の「パ
パ・ママ教室」への父親
の参加促進 

夫婦が子育てについて学ぶ場としてパパ・ママ
教室を開催します。男⼥がともに子育てに関わ
ることの大切さを伝えるため、特に父親の参加
を促進します。 

子ども家庭課 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の夫婦の役割分叕の問において、「子育て全般を夫
婦共同で⾏う」と回答した⼈の割合 

 35.4％ ▶ 45％ 

市⺠意識調査の夫婦の役割分叕の問において、「家事全般を夫婦
共同で⾏う」と回答した⼈の割合 

 25.6％ ▶ 35％ 
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（３）⼥性活躍支援の取組の連携 

家庭・職場・地域における⼥性の様々な困りごとや悩みごとを解決することを目的に、各

支援機関による相互の連携により、⼥性活躍につなげる事業を展開します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

10 

男⼥共同参画センター主
催の講座等へのキャリア
コンサルタント派遣の実
施（新規） 

男⼥共同参画センターで主催する講座やセミ
ナー等に⼥性しごとテラスのキャリアコンサ
ルタントを派遣し、離職中の⼥性が⼀歩踏み出
す機会をつくります。 

男⼥共同参画センター 
産業労動課 

11 

男⼥共同参画センターと
⼥性しごとテラス等の⼥
性支援機関、窓口の連携
促進 

男⼥共同参画センターと⼥性しごとテラス等
の⼥性支援機関、窓口の連携を強化します。 

男⼥共同参画センター 
産業労働課 

12 各種⼥性団体との連携 
⼥性の社会参画促進のために相互援助活動を
⾏う⼥性団体を支援します。また、⼥性団体間
の情報共有や意⾒交換の場を設定します。 

男⼥共同参画センター 

 

指標  現状値  目標値 

講座やセミナー等のアンケートにおいて、男⼥共同参画センタ
ーや⼥性しごとテラスを「利用したい」と回答した⼈の割合 

 - ▶ 70％ 
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（４）男⼥共同参画の意識を育てる教育環境の整備 
学校における講座や講演会、教材の配信、教職員等への研修を実施し、男⼥共同参画の意

識が育つ教育環境を形成します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

13 

電子データ化した副読本
やジェンダーマンガ等を
活用した小中学校におけ
る男⼥共同参画意識の向
上 

小中学校において男⼥共同参画の視点を持っ
た教育を⾏うため、絵本や副読本、ジェンダー
マンガ等を活用した意識の向上を図ります。 

学校教育課 

14 
教職員・教育保育職に対
する男⼥共同参画研修等
の実施 

保育の場や学校教育に携わる職員に対して、男
⼥共同参画を正しくとらえ、ジェンダーに縛ら
れず、⼈として良き徳性を⾝に付けることが大
切という視点を⾝に付けるための研修等を実
施します。 

男⼥共同参画センター 

15 
⼈権週間の取組等と連携
した教職員に対する男⼥
共同参画意識の向上 

⼈権週間の取組等と連携して、男⼥共同参画の
啓発を⾏い、教職員の意識の向上を図ります。 

学校教育課 

16 
小中学校における「⼈権
を考える集い」の開催 

⼈権意識の高揚を図るため、小中学校で児童・
⽣徒と保護者、教職員、地域住⺠を対象に講演
会を開催します。また、児童・⽣徒を対象に⼈
権擁護委員によるワークショップを実施しま
す。 

市⺠相談課 

17 
こども園、小中学校等に
おける「⼈権移動教室」
の実施 

⼈権を大切にする心を育むことを目的に、⼈権
擁護委員がこども園、小中学校等でＤＶＤ視
聴、⼈権クイズ、⼈権かるた等で⼈権学習を実
施します。 

市⺠相談課 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観の問において、「学校教育の

場は男⼥平等である」と回答した⼈の割合 

 
50.2％ ▶ 55％ 
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（５）若者への啓発事業の推進 
ジェンダーが根づく前に若者の男⼥共同参画の意識を高めるため学習や啓発の機会を提

供するとともに、性差によらない活躍ができる環境づくりを促進します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

18 
学⽣の進路選択やキャリ
アプランに関する教育の
実施 

学⽣が男⼥共同参画の視点に⽴ったキャリア
プランを形成できるよう、プログラムの作成や
専門講師の派遣、授業内容について検討・実施
します。 

男⼥共同参画センター 

19 
男⼥共同参画教材の企画
等への高校⽣ボランティ
アの参画 

高校⽣ボランティアと連携して、男⼥共同参画
センターで使用する啓発用のジェンダーＤＶ
Ｄ等の企画作成を⾏います。 

男⼥共同参画センター 

20 
教育機関等と連携した男
⼥共同参画に関する意識
の啓発 

市内・近隣の大学、学⽣等と連携し、男⼥共同
参画の啓発素材の作成やワークショップ、講演
会、キャリアプラン等に関するセミナーを実施
します。 

男⼥共同参画センター 

21 
理⼯系分野における⼥性
の参画推進 

学⽣、保護者、教職員に対し、固定的な性別役
割分叕意識にとらわれない進路選択、キャリア
プランについて理解を深める取組を実施し、⼥
性の理⼯系分野への進路選択を支援します。 

男⼥共同参画センター 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観の問において、「学校教育の
場は男⼥平等である」と回答した⼈の割合（再掲） 

 
50.2％ ▶ 55％ 
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（６）男⼥共同参画に関する幅広い啓発・気運づくり 
男⼥共同参画に関する正しい理解や気運の醸成を促進することを目的として、情報発信

ツールの活用や、市⺠活動団体と連携しながら、様々な講座やイベントを実施します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

22 
市⺠に向けた男⼥共同参
画に関する情報発信 

⽇常⽣活における男⼥共同参画を推進するた
めに情報誌を配布します。ホームページやＳＮ
Ｓを有効に活用することで、市⺠に有益な情報
を発信します。 

男⼥共同参画センター 

23 
男⼥共同参画の啓発イベ
ントのリニューアル 

家族で男⼥共同参画について考えるよう講演
会等のイベントを開催します。現在開催してい
る各種イベントについて⾒直しを⾏い、より充
実したものとします。 

男⼥共同参画センター 

24 
⼥性及び男性応援講座、
男⼥共同参画セミナー、
出前講座等の開催 

男⼥共同参画社会を実現するため、⼥性応援講
座、男性応援講座、男⼥共同参画セミナー等
様々な講座を開催し、市⺠の男⼥共同参画意識
を高めます。 

男⼥共同参画センター 

25 
市⺠活動団体とのコラボ
事業の実施 

市⺠活動団体が企画する男⼥共同参画の視点
での事業の活性化のために講師料助成、企画の
ＰＲ活動、会場貸出等の支援をします。 

男⼥共同参画センター 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関する問において、「自⾝や家
族の男⼥共同参画に関する理解が深まったと思う」と回答した
⼈の割合 

 29.7％ ▶ 35％ 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観の問において、「社会通念・
慣習やしきたりは男⼥平等である」と回答した⼈の割合 

 10.6％ ▶ 14％ 

  



 
52  

第
７
章 

施
策
の
展
開 

 

（７）防災における男⼥共同参画の推進 
⼥性の視点による防災対策の必要性の意識をより浸透させ、男⼥双方の⽴場を尊重した

防災・災害時対策の体制整備を進めます。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

26 
男⼥共同参画の視点を持
った防災・災害時におけ
る活動の啓発 

⽇頃の備えや災害時の応急復旧活動や避難所
運営等、あらゆる防災対策に⼥性の視点が反映
され、また性別や年齢に関わらず誰もが活躍で
きるよう、地域における防災セミナーや防災訓
練開催等の機会をとらえて啓発を⾏います。 

防災対策課 
男⼥共同参画センター 

27 
自主防災会における⼥性
の参画促進 

定期総会や研修会での啓発を通し、自主防災会
の組織体制及び防災活動への⼥性の参画を促
進します。 

防災対策課 

28 
災害対策の方針決定過程
への⼥性の参画促進 

男⼥共同参画の視点を踏まえた災害対策が検
討されるよう、豊⽥市防災会議等への⼥性の参
画を促進します。 

防災対策課  
指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の地域の防災（災害対策）活動の問において、「防災
対策等に⼥性の視点を含める必要がある」と回答した⼈の割合 

 47.7％ ▶ 65％ 
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重点取組２ 

生涯を通して働ける・活躍できる環境づくり 
 

（８）⼥性の就業はじめ地域活動への支援 
⼥性の継続就労や地域活動に向けた支援を引き続き実施し、家庭と仕事の両⽴支援を柱

として、⼥性の様々なライフスタイルの考え方に応じたきめ細かな支援の充実を図ります。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

29 
⼥性の「働く」を支援す
る講座等の開催（拡充） 

⼥性の多様な「働く」を総合的に支援するため、
⼥性しごとテラスにおいて、キャリアカウンセ
リングのほか、セミナー、交流会、相談会及び
ジョブトレーニング、インターンシップ等を実
施します。 

産業労働課 
男⼥共同参画センター 

30 
離職中⼥性の再活動に向
けたセミナー等の実施 

結婚や出産を機に離職中の⼥性の再就労や地
域活動への意識醸成を図るマインドアップセ
ミナー等を開催します。 

男⼥共同参画センター 

31 
⼥性の昇進意欲向上のた
めのステップアップ講座
等の開催 

将来のキャリア像や昇進等について悩みを抱
えている⼥性を対象に、仕事に自信をつけてキ
ャリアアップするためのスキルを学ぶ講座等
を開催します。 

男⼥共同参画センター 

32 
⼥性の活躍支援に関する
情報提供 

就労を希望する⼥性に向けて、本⼈の希望に合
った講座やセミナー、各種制度の案内等をＳＮ
Ｓ、ホームページ、フリーペーパーにより発信
します。 

男⼥共同参画センター 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の男⼥の関わりの問において、「⼥性も積極的に仕
事をする」に「そうしている」と回答した⼈の割合 

 21.5％ ▶ 30％ 

市⺠意識調査の男⼥の関わりの問において、「⼥性も積極的に地
域活動に参加する」に「そうしている」と回答した⼈の割合 

 13.2％ ▶ 20％ 
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（９）市⺠活動活性化のための環境整備 
⼈⽣ 100 年時代の到来において、仕事以外にも何かチャレンジしたい市⺠及び市⺠活動

団体を対象に、気軽に市⺠活動を⾏うことができる取組を実施し、誰もが自分らしく活躍で

きる環境づくりをします。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

33 

男⼥共同参画センターと
市⺠活動センターの連携
による市⺠活動体験プロ
グラムの実施（新規） 

男⼥共同参画の発展的転換として、市⺠活動体
験プログラムを検討し、市⺠活動を活性化させ
ます。 

男⼥共同参画センター 
市⺠活動センター  

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の家庭の外（仕事以外）での活動状況の問におい
て、「何らかの活動を⾏っている」と回答した⼈の割合（「活動
していない」と回答した⼈以外の割合） 

 
41.4% ▶ 50%   

  



 
55 

 

第
７
章 

施
策
の
展
開 

 

（10）⼈材づくりの推進 

出産や育児等の理由によりキャリアが途絶えてしまった⼥性が、再び社会で活躍できる

ように、働くことに限定せず、幅広い視点による意欲醸成を提供します。  
No. 事業 内容 叕当課 

34 
リカレント教育の推進
（新規） 

⼀⼈ひとりが自分の能⼒を充分に発揮できる
よう、⽣涯を通した教育を支援する「リカレン
ト教育」を推進し、新しい知識を⾝に付け、ス
キルアップへつながることを目指します。 

男⼥共同参画センター  
指標  現状値  目標値 

リカレント教育の講座等のアンケートにおいて、「満足」と回答
した⼈の割合 

 - ▶ 80％    
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（11）生きがい対策の推進 
第３次プランで推進した「⼥性に対する起業支援」に加え、新たに現役男性や中高齢期に

対しても「パラレルキャリア」や「スキルシェア」の講座等を通して、⽣きがいづくりを支

援します。  
No. 事業 内容 叕当課 

35 
現役男性や中高齢期の⽣
きがい支援（新規） 

現役男性向けに、趣味等を仕事へつなぐ「パラ
レルキャリア」を提案します。また、中高齢者
向けに、自分にできることは何かを考え、これ
までとこの先を⾒つめ直すきっかけとして「ス
キルシェア」の講座等を開きます。 

男⼥共同参画センター 

36 
シニアアカデミーや高齢
者クラブ等高齢期の活動
の充実 

シニアアカデミーや高齢者クラブ等、高齢者の
⽣きがいづくり活動や団体活動を通して、心⾝
ともに豊かに高齢期を過ごすための支援をし
ます。 

市⺠活躍支援課 

37 
高齢期を豊かにする⽣き
がいづくりのための地域
活動の叕い手育成 

地域における高年齢者の活動の充実と継続を
図るため、シニアアカデミー卒業⽣等を対象と
した、地域活動のノウハウを持つ高年齢者育成
のためのプログラムの実施について検討しま
す。 

市⺠活躍支援課 

 

指標  現状値  目標値 

⽣きがい支援のための講座等のアンケートにおいて、「満足」と
回答した⼈の割合 

 
- ▶ 80％ 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関する問において、「高齢者の
健康や⽣きがいづくりへの取組」に「満足」と回答した⼈の割合 

 
16.6％ ▶ 20％ 
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（12）働き方改⾰の推進 

家庭と仕事の両⽴についての問題解決を図るため、職場における⻑時間労働の改善や男

性中心型労働慣⾏の是正に向けた取組を、事業者と連携して進め、ワーク・ライフ・バラン

スを推進します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

38 
働き方改⾰推進のための
事業所訪問の実施 

⼥性活躍の推進、ワーク・ライフ・バランスの
必要性、育児・介護休業制度の促進、勤務時間
の短縮等の啓発を事業所訪問を通して実施し
ます。 

産業労働課 

39 
働き方改⾰アドバイザー・
講師派遣事業の実施 

企業における働き方改⾰を推進するために、従
業員の働き方の⾒直しや職場環境の改善、男⼥
共同参画の理解促進等について、働き方アドバ
イザー及び専門の講師を派遣します。 

産業労働課 

40 

働きやすく働きがいのあ
る職場環境づくりに取り
組む優良事業所に対する
表彰制度の実施 

ワーク・ライフ・バランスの推進を含めた、働
き方改⾰に積極的に取り組む市内事業所を表
彰することで、取組意欲喚起と先進事例の普及
啓発を図ります。 

産業労働課 

41 
ワーク・ライフ・バラン
スキャンペーンの実施 

市⺠活動団体との協働により、市⺠や市内事業
所へのワーク・ライフ・バランスの推進を目的
とした啓発活動を実施します。 

男⼥共同参画センター 

42 
公共調達における男⼥共
同参画社会に貢献する制
度の認定 

事業所における男⼥共同参画の取組を促進す
るため、市事業の⼊札にあたって、男⼥共同参
画社会に貢献する制度の認定をするとともに
多くの事業所が利用しやすいよう周知します。 

契約課 
男⼥共同参画センター 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観の問において、「職場は男⼥
平等である」と回答した⼈の割合 

 
16.9％ ▶ 20％ 
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（13）あらゆる分野での⼥性の参画促進 
男⼥差のない⼈材起用の促進のため、⼥性の⼈材育成の取組を実施し、⼥性が活躍できる

環境づくりを推進します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

43 
「自治区実態調査」による
自治区役員に占める⼥性
比率調査等の実施 

自治区における⼥性の参画状況の把握を目的
とした、自治区の役員に占める⼥性比率や、⼥
性会の活動に関する調査を３年に１回実施し
ます。その現状を周知することでより⼀層⼥性
の参画に対する意識を啓発します。 

地域支援課 

44 
地域で活躍できる⼥性の
⼈材育成及び発掘 

政策決定や意思決定の場に参画できる⼥性リ
ーダーを育成するために⼈材養成講座を開催
します。 

男⼥共同参画センター 

45 
審議会等への⼥性委員の
登用促進 

公募委員についての市⺠の理解を深め、性差に
関係なく審議会に参画する機会を創出するこ
とに努めます。男性及び⼥性の割合が構成委員
数の 30％以上になるように努めます。 

⾏政改⾰推進課 

 

指標  現状値  目標値 

審議会等における⼥性委員の選任比率 
 

27％ ▶ 30％ 

「自治区実態調査」による自治区役員に占める⼥性の平均比率 
 

11％ ▶ 13％ 
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（14）男⼥の活躍を支えるための保育・介護分野の充実 
現役世代の多様な働き方の実現や高齢期の⽣きがい充実のため、家庭と仕事の両⽴等の

支援の充実を図っていきます。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

46 待機児童への対応 
こども園において、低年齢児（０〜２歳）の受
け⼊れ態勢を強化することで、子育て家庭の仕
事・家庭・地域社会の両⽴の実現を支援します。 

保育課 

47 
休⽇保育・⼀時保育の実
施及び延⻑保育の充実 

⽇曜⽇・祝⽇に保育を⾏う休⽇保育、緊急的・
⼀時的に保育を⾏う⼀時保育の充実を図りま
す。 

保育課 

48 病児保育事業の充実 
保育士や看護師とともに専用の保育室で保育
を⾏う病児・病後児保育事業の充実を図りま
す。 

保育課 

49 放課後児童クラブの充実 

放課後や⻑期休暇時に、原則小学校１年⽣から
４年⽣までの就労家庭の児童を放課後児童ク
ラブにて受け⼊れます。放課後における子ども
の健全な育成を支援するため、放課後児童施設
の環境整備や支援員の質の向上等によりクラ
ブの充実を図ります。 

次世代育成課 

50 
介護離職を防ぐための環
境整備に向けた取組の推
進 

介護と仕事の両⽴に向けた取組を進めるため、
情報誌等による啓発や、講座等を実施し、介護
離職を防ぐための取組を推進します。 

男⼥共同参画センター 

51 
高齢期を健康に過ごすた
めの介護予防の推進 

今後、より⼀層進むことが予想される高齢化を
⾒据え、男⼥がともに健康で自⽴した高齢期の
⽣活を送ることができるよう、⾝近な地域にお
いて介護予防事業を実施します。 

地域保健課 

52 
家族で介護を⾏う⼈への
家族介護交流事業、認知
症介護家族会の実施 

家族で介護を⾏う⼈同士の交流事業や認知症
介護家族会等を実施し、⾝体的・精神的負叕の
軽減を図ります。 

高齢福祉課 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関する問において、「保育サー
ビス等子育て支援の充実」に「満足」と回答した⼈の割合 

 
17.6％ ▶ 20％ 

市⺠意識調査の仕事と介護の両⽴についての問において、「でき
るだけ両⽴したい」と回答した⼈の割合 

 
32.9％ ▶ 35％ 
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（15）こころとからだの健康づくりの推進 
誰もが⽣涯を通して、安心して過ごせるよう、こころとからだの健康増進を図り、性別特

有の病気の検診の実施や定期健診の受診等の啓発を⾏います。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

53 
⼥性及び男性のための相
談事業の実施及び相談窓
口の周知 

専門の相談員により、⼥性が抱える様々な悩み
に対応する電話相談（クローバーコール）と面
談相談を実施します。また、家庭や職場での専
門相談員による男性のための電話相談（メンズ
コール）を実施します。 

男⼥共同参画センター 

54 
こころとからだのケアに
関する講座等の実施 

パートナーと自分の関係を⾒直すきっかけづ
くりを目的とした、モラル・ハラスメント等の
精神的なＤＶを中心とした講座等を実施しま
す。 

男⼥共同参画センター 

55 こころの健康づくりの推進 

こころの健康づくりの推進のため、相談窓口⼀
覧の配布や啓発活動等を実施します。特に、働
く世代への対応が必要となっていることから、
職域分野と連携を図りながら事業を推進しま
す。 

保健部総務課 

56 
⼥性特有の病気等に関す
る対応 

⼥性特有の疾患である乳がん・子宮頸がんにつ
いての疾病の早期発⾒、早期治療のために受診
機会を設け、定期的に検診を受診するよう促進
します。 

保健部総務課 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関する問において、「家庭や職
場における、男⼥のこころとからだの健康に対する取組」に
「満足」と回答した⼈の割合 

 
- ▶ 15％ 
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（16）安全安心な妊娠や出産のための支援の充実 
妊婦の健康に対する取組を引き続き実施し、安全安心な妊娠・出産を迎えることができる

ような体制づくりに努めます。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

57 
妊娠や出産についての広
報・啓発 

妊婦に対する配慮を市⺠に周知・啓発するマタ
ニティマークの利用を促進し、理解を深めま
す。 

子ども家庭課 

58 
不妊に関する相談や治療
費助成等の支援 

妊娠を希望する男⼥に対し、不妊治療にかかる
費用の助成を⾏うとともに、相談・支援を⾏い
ます。 

子ども家庭課 

59 
妊婦健康診査の実施及び
受診の重要性の周知 

妊婦の疾病や異常の早期発⾒・早期対応を図
り、正常な妊娠・出産を迎えることができるよ
う、妊婦健康診査を実施します。 

子ども家庭課 

60 
働く妊婦のための⺟性健
康管理指導事項連絡カー
ドの活用促進と普及 

働く妊婦や事業所、医師に対して⺟性健康管理
指導事項連絡カードの活用を促し、妊婦にとっ
て働きやすい職場環境整備の理解を進めます。 

子ども家庭課 

 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関する問において、「妊婦の健
康に対する取組」に「満足」と回答した⼈の割合 

 
22.7％ ▶ 27％ 
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重点取組３ 

多様性を受け入れるダイバーシティ社会への変容 
 

（17）一⼈ひとりの活躍機会の創出 
「第 24 回男⼥共同参画全国都市会議 in とよた」が終了し、会議内で浮かび上がった課

題をさらに進めていくため、男⼥共同参画、働き方改⾰、性的少数者（ＬＧＢＴ等）、⼥性

活躍等に関する幅広い分野でのイベントを開催します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

61 
「第 24 回男⼥共同参画
全国都市会議 in とよた」
のフォローアップ（新規） 

「第 24 回男⼥共同参画全国都市会議 in とよ
た」のフォローアップとして、男⼥共同参画、
働き方改⾰、性的少数者（ＬＧＢＴ等）、⼥性
活躍等に関するイベントを開催します。 

男⼥共同参画センター 

 

指標  現状値  目標値 

フォローアップイベントのアンケートにおいて、「満足」と回答
した⼈の割合 

 
- ▶ 80％ 
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（18）⼈権と性の尊重意識の醸成 
⼈権や性に対して正しい認識が深まるよう、教育や相談、意識啓発の充実を図ります。

特に多様な性のあり方への理解を広め、⼀⼈ひとりが自分らしく暮らせる社会の実現を目

指します。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

62 
性的少数者（ＬＧＢＴ等）
の理解講座による啓発
（新規） 

多様な個性を受け⼊れ、誰もが活躍できる社会
への推進の⼀環として、性的少数者（ＬＧＢＴ
等）に対する理解を広めるため、啓発活動や講
演を開催します。 

男⼥共同参画センター 

63 くらしの⼈権相談の実施 
いじめ、差別、嫌がらせ等の⼈権に関すること
について、「くらしの⼈権」相談を⼈権擁護委
員が⽉２回実施します。 

市⺠相談課 

64 
中学⽣のための思春期教
育事業の開催 

赤ちゃんとのふれあい体験や、自分のこころと
からだの変化や性について正しく理解し、男⼥
が互いに尊重し合う気持ちを養うことを目的
とした思春期教室を開催します。 

子ども家庭課 

65 
子どもの権利学習プログ
ラムの実施 

⼈権侵害⾏為を助⻑する内容を含む情報を鵜
呑みにすることがないよう、また自らが⼈権侵
害⾏為の加害者になることがないよう、⻘少年
のメディア・リテラシーの向上を図ります。保
護者に対してもスマートフォン等の適切な利
用方法について普及・啓発します。 

次世代育成課     
指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の性的少数者（LＧＢＴ等）に関する問において、
性的少数者の方々にとって偏⾒や差別等により⽣活しづらい社
会だと「思わない」と回答した⼈の割合 

 
4.7％ ▶ 10％ 
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（19）あらゆる暴⼒の防⽌ 
ＤＶ被害者救済の機会となる相談窓口の利用を促進するとともに、相談機能の充実や教

育・啓発の講座を実施し、ＤＶ防⽌に向けた対策に取り組みます。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

66 
ＤＶ被害の早期発⾒と相
談機能の強化 

児童虐待やＤＶ等の早期発⾒や適切な保護が
実施できるよう関係機関との連携・協⼒体制の
強化を図り、要保護児童・ＤＶ対策協議会を開
催します。 

子ども家庭課 

67 
関係機関との連携・強化
及びネットワーク機能の
充実 

ＤＶ対策部会実務者会議を開催し、関係機関と
情報共有を図ります。 

男⼥共同参画センター 

68 
ＤＶやハラスメント、ス
トーカー防⽌のための教
育・啓発の実施 

相談窓口の情報等を掲載した啓発グッズを市
内公共施設や病院、企業、ショッピングセンタ
ー等に協⼒を依頼し、設置します。ＤＶ防⽌⽉
間に合わせて講座を開催します。 

男⼥共同参画センター 

 

指標  現状値  目標値 

⽇常における男⼥の意識と実態に関する調査において、ＤＶにつ
いて相談できる窓口があることを「知っている」と回答した⼈の
割合 

 
36.6％ ▶ 45％ 

⽇常における男⼥の意識と実態に関する調査において、配偶者や
恋⼈からの暴⼒を経験したことがない⼈の割合 

 
69.3％ ▶ 75％ 
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（20）ＤＶ被害者の安全確保のための保護 
ＤＶ被害者の安全確保のための、⼀時避難場所の提供等の支援に取り組みます。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

69 
ＤＶ被害者のための相談
窓口の適切な運営と周知 

市⺠に⾝近な相談窓口の適切な運用をします。
情報誌等を市内事業所や自治区等へ配布し、Ｄ
Ｖ相談窓口に関する情報を周知します。 

男⼥共同参画センター 

70 
ＤＶ被害者の安全確保と
安心な自⽴支援 

相談事業において、自⽴支援に係る情報提供や
助言を⾏います。被害者が安心して情報提供や
支援が受けられるよう、各種相談窓口と関係課
との連携を図ります。 

男⼥共同参画センター 

71 
子どもがいる家庭の緊急
時の安全確保と⼀時保護
の実施 

子どもがいる家庭のＤＶ被害者に対し、保護を
求めたときから⼀時保護施設に⼊所するまで
の安全を確保します。被害者が短期間に様々な
手続きを適切に進めるために、同⾏支援を実施
します。 

子ども家庭課 

72 
高齢者、障がい者及び⼥
性の緊急時の安全確保と
⼀時保護の実施 

高齢者、障がい者及び⼥性のＤＶ被害者に対
し、保護を求めたときから⼀時保護施設に⼊所
するまでの安全を確保し、被害者が短期間に
様々な手続きを適切に進めるために、同⾏支援
を実施します。 

福祉総合相談課 

 

指標  現状値  目標値 

⽇常における男⼥の意識と実態に関する調査において、ＤＶにつ
いて相談できる窓口があることを「知っている」と回答した⼈の
割合（再掲） 

 
36.6％ ▶ 45％ 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関する問において、「⼥性のさ
まざまな悩みを気軽に相談できる相談体制の充実」に「満足」と
回答した⼈の割合 

 
8.1％ ▶ 13％ 
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（21）ひとり親家庭の自⽴支援 
ひとり親家庭の経済的な自⽴を支援するために、⺟子・父子家庭の⺟親や父親・寡婦に

対して、就業相談、就業支援講習会の実施や就業情報の提供等の支援の充実を図ります。 

 

No. 事業 内容 叕当課 

73 

⺟子父子寡婦福祉資⾦の
貸付け及び⺟子・父子家
庭自⽴支援給付⾦の支給
による支援  

⺟子・父子家庭や寡婦家庭への就学資⾦、技能
習得資⾦等の貸付を⾏うとともに、自⽴支援給
付⾦を支給します。⺟子家庭・父子家庭の親が
就職に有利な資格等の取得のための自⽴支援
給付⾦を支給します。 

子ども家庭課 

74 
ひとり親相談の推進（⺟
子・父子自⽴支援員事業） 

ひとり親の⽣活の安定や子育ての相談、就業に
関する相談等を総合的に⾏い、ひとり親世帯の
自⽴を支援するため、⺟子・父子自⽴支援員に
より、福祉資⾦の貸付を含めた各種相談事業を
推進します。 

子ども家庭課 

75 
ひとり親家庭への就業支
援（ひとり親家庭就業支
援事業） 

ひとり親家庭の経済的な自⽴を支援するため
に、⺟子家庭・父子家庭の⺟親や父親・寡婦に
対して、就業相談、就業支援講習会の実施や就
業情報の提供等の⼀貫した就業支援サービス
を実施します。 

子ども家庭課 

 

指標  現状値  目標値 

就業支援講習会の受講者の就業率 
 

70％ ▶ 100％ 
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市役所内において、働き方改⾰の実現を図り、職場環境の整備に努めます。 

 

 

No. 事業 内容 叕当課 

76 
特定事業主⾏動計画の確
実な推進 

業務効率化・⽣産性向上を目指した職場環境づ
くり、性別に関わりない職務の機会付与とキャ
リア形成、子育て・介護世代の両⽴支援を推進す
ることで、職員の誰もが「働きやすさ」や「働き
がい」を感じながら働ける環境を整備します。 

⼈事課 

77 
ワーク・ライフ・バラン
スキャンペーン事業の実
施 

国や県の推進時期に合わせ、市役所内や公共施
設でのポスター掲⽰や定時退庁依頼を⾏い、ワ
ーク・ライフ・バランスの周知と実践を推進し
ます。 

男⼥共同参画センター 

78 
市職員の男⼥共同参画研
修の実施 

職員の男⼥共同参画意識醸成のため、新規採用
職員向けの研修を実施します。 

男⼥共同参画センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市職員への取組 
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（全体指標） 

指標  現状値  目標値 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観の問において男⼥が「平等
である」と回答した⼈の割合 

 
23％ 

 
30％ 

（施策指標） 

重点取組１ 家庭、職場、地域における固定的性別役割分叕の解消、⾏動変容の促進 

施策 指標  現状値  目標値 

（１）家庭や地域に 
おける男⼥共同 
参画の推進 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観
の問において、「家庭⽣活では男⼥平
等である」と回答した⼈の割合 

 25.9％ ▶ 30％ 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観
の問において、「地域社会の場は男⼥
平等である」と回答した⼈の割合 

 23.8％ ▶ 30％ 

（２）男⼥共同参画に 
よる子育ての推進 

市⺠意識調査の夫婦の役割分叕の問
において、「子育て全般を夫婦共同で
⾏う」と回答した⼈の割合 

 35.4％ ▶ 45％ 

市⺠意識調査の夫婦の役割分叕の問
において、「家事全般を夫婦共同で⾏
う」と回答した⼈の割合 

 25.6％ ▶ 35％ 

（３）⼥性活躍支援の 
取組の連携 

講座やセミナー等のアンケートにおい
て、男⼥共同参画センターや⼥性しご
とテラスを「利用したい」と回答した
⼈の割合 

 - ▶ 70％ 

（４）男⼥共同参画の 
意識を育てる 
教育環境の整備 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観
の問において、「学校教育の場は男⼥
平等である」と回答した⼈の割合 

 50.2％ ▶ 55％ 

（５）若者への啓発事業 
の推進 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観
の問において、「学校教育の場は男⼥
平等である」と回答した⼈の割合（再
掲） 

 50.2％ ▶ 55％ 

（６）男⼥共同参画に 
関する幅広い啓発・ 
気運づくり 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関
する問において、「自⾝や家族の男⼥
共同参画に関する理解が深まったと
思う」と回答した⼈の割合 

 29.7％ ▶ 35％ 

市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観
の問において、「社会通念・慣習やし
きたりは男⼥平等である」と回答した
⼈の割合 

 10.6％ ▶ 14％ 

（７）防災における男⼥ 
共同参画の推進 

市⺠意識調査の地域の防災（災害対
策）活動の問において、「防災対策等
に⼥性の視点を含める必要がある」と
回答した⼈の割合 

 47.7％ ▶ 65％ 

指標一覧 
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重点取組２ 生涯を通して働ける・活躍できる環境づくり 

施策 指標  現状値  目標値 

（８）⼥性の就業はじめ 
地域活動への支援 

市⺠意識調査の男⼥の関わりの問に
おいて、「⼥性も積極的に仕事をする」
に「そうしている」と回答した⼈の割
合 

 

21.5％ ▶ 30％ 

市⺠意識調査の男⼥の関わりの問に
おいて、「⼥性も積極的に地域活動に
参加する」に「そうしている」と回答
した⼈の割合 

 

13.2％ ▶ 20％ 

（９）市⺠活動活性化の 
ための環境整備 

市⺠意識調査の家庭の外（仕事以外）
での活動状況の問において、「何らか
の活動を⾏っている」と回答した⼈の
割合（「活動していない」と回答した
⼈以外の割合） 

 

41.4% ▶ 50% 

（10）⼈材づくりの推進 
リカレント教育の講座等のアンケー
トにおいて、「満足」と回答した⼈の
割合 

 
- ▶ 80％ 

（11）⽣きがい対策の推進 

⽣きがい支援のための講座等のアン
ケートにおいて、「満足」と回答した
⼈の割合 

 

- ▶ 80％ 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関
する問において、「高齢者の健康や⽣
きがいづくりへの取組」に「満足」と
回答した⼈の割合 

 

16.6％ ▶ 20％ 

（12）働き方改⾰の推進 
市⺠意識調査の男⼥の地位の平等観
の問において、「職場は男⼥平等であ
る」と回答した⼈の割合 

 
16.9％ ▶ 20％ 

（13）あらゆる分野での 
⼥性の参画促進 

審議会等における⼥性委員の選任比率  27％ ▶ 30％ 

「自治区実態調査」による自治区役員
に占める⼥性の平均比率 

 
11％ ▶ 13％ 

（14）男⼥の活躍を 
支えるための保育・ 
介護分野の充実 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関
する問において、「保育サービス等子
育て支援の充実」に「満足」と回答し
た⼈の割合 

 

17.6％ ▶ 20％ 

市⺠意識調査の仕事と介護の両⽴に
ついての問において、「できるだけ両
⽴したい」と回答した⼈の割合 

 
32.9％ ▶ 35％ 

（15）こころとからだの 
健康づくりの推進 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関す
る問において、「家庭や職場における、
男⼥のこころとからだの健康に対する
取組」に「満足」と回答した⼈の割合 

 

- ▶ 15％ 

（16）安全安心な妊娠や 
出産のための支援 
の充実 

市⺠意識調査の市の取組の評価に関す
る問において、「妊婦の健康に対する取
組」に「満足」と回答した⼈の割合 

 
22.7％ ▶ 27％ 
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重点取組３ 多様性を受け入れるダイバーシティ社会への変容 

施策 指標  現状値  目標値 

（17）⼀⼈ひとりの活躍 
機会の創出 

フォローアップイベントのアンケ
ートにおいて、「満足」と回答した
⼈の割合 

 
- ▶ 80％ 

（18）⼈権と性の尊重意識 
の醸成 

市⺠意識調査の性的少数者（LＧＢ
Ｔ等）に関する問において、性的
少数者の方々にとって偏⾒や差別
等により⽣活しづらい社会だと
「思わない」と回答した⼈の割合 

 

4.7％ ▶ 10％ 

（19）あらゆる暴⼒の防⽌ 

⽇常における男⼥の意識と実態に
関する調査において、ＤＶについて
相談できる窓口があることを「知っ
ている」と回答した⼈の割合 

 

36.6％ ▶ 45％ 

⽇常における男⼥の意識と実態に
関する調査において、配偶者や恋
⼈からの暴⼒を経験したことがな
い⼈の割合 

 

69.3％ ▶ 75％ 

（20）ＤＶ被害者の安全 
確保のための保護 

⽇常における男⼥の意識と実態に
関する調査において、ＤＶについて
相談できる窓口があることを「知っ
ている」と回答した⼈の割合（再掲） 

 

36.6％ ▶ 45％ 

市⺠意識調査の市の取組の評価に
関する問において、「⼥性のさまざ
まな悩みを気軽に相談できる相談
体制の充実」に「満足」と回答した
⼈の割合 

 

8.1％ ▶ 13％ 

（21）ひとり親家庭の 
自⽴支援 

就業支援講習会の受講者の就業率 
 

70％ ▶ 100％ 
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男⼥共同参画が関連する施策は多方面にまたがるため、⾏政内の関連する部署や企業関

係者、教育関係者、市⺠等と連携を密にすることが重要です。男⼥共同参画に関する施策を

着実に推進し、本プランを実効性のあるものとしていくために、市役所の男⼥共同参画の推

進組織となる「豊⽥市男⼥共同参画推進会議」を中心に、連携を図りながら適正な進⾏管理

を⾏います。 

 

（１）市⺠参画 

男⼥共同参画に関する市⺠意識調査を定期的に実施し、市⺠の意識と実態の把握に努め、

本市の男⼥共同参画の現状を研究するとともに公表します。また、男⼥共同参画の進むべき

方向や取組について、⽇頃男⼥共同参画に関係の深いＮＰＯ法⼈や市⺠活動団体等へヒア

リングを⾏い、プランへ反映させます。 

 

（２）豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

市⺠や有識者で構成する「豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会」を定期的に開催し、市⺠の意

⾒を男⼥共同参画施策に反映させます。年度ごとに実施する施策・事業、数値目標等の進⾏

管理については、その結果を「豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会」に⽰すことで市⺠視点から

の評価を⾏い、その結果を受けて、施策や事業の改善につなげます。 

 

（３）豊⽥市男⼥共同参画推進会議 

庁内の横断的な調整機能を持つ「豊⽥市男⼥共同参画推進会議」の開催等により、男⼥共

同参画を全庁的に推進します。さらにその実効性を高めるため、事務局である男⼥共同参画

センターと関係各課との連携を強化するとともに、進捗管理に対する共通認識を図り、本プ

ランを総合的に推進します。 

 

（４）国・県と連携 

男⼥共同参画推進に関する国・県との方向性の整合を図りながら、本プランの施策・事業

を推進します。また、他の近隣自治体等との連携を図るとともに、本市からの積極的な情報

発信に努めます。 
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計画の推進体制図 

豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

所掌 

事項 

クローバープランの推進、 

関係施策に関すること 

組織 

学識経験者 

⼥性団体 

市⺠活動団体 

企業関係者 

教育関係者 

公募      （１０名以内） 

  
市⺠参画 

市⺠意識調査 

団体の意⾒聴取 

パブリックコメント 

Ｅモニター 

 

とよた男⼥共同参画センター 

登録団体 

男⼥共同参画推進活動の実施 

市⺠向け男⼥共同参画啓発事業の開催 

連携事業の企画・実施 

働き方改⾰事業の共働実施  
市⻑ 

提言

報告
指⽰

施策の 

提案・報告
 

豊⽥市男⼥共同参画推進会議 

所掌 

事項 

１ 

２ 男⼥共同参画実現に向けた

⾏政の総合的、効果的な推進 

３ 関係部課との連携、調整 

組織 

会  ⻑…⽣涯活躍部副部⻑ 

委  員…関係課⻑ 

事務局⻑…市⺠活躍支援課⻑ 

 

とよた男⼥共同参画センター 

（キラッ☆とよた） 

講座・セミナーの開催 

団体活動の支援 

活動場所の提供 

DV 対策事業の実施  施策に対する

意⾒・提言 
懇話会への参加 

意⾒聴取

意⾒・提言

連携・共働
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本プランの事業を効率的かつ効果的に実施していくため、施策ごとの指標をもとに、

ＰＤＣＡサイクルに基づき、評価と改善を継続して実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

   
指標の設定による進捗管理 

・毎年度、各事業の進捗状況を確認 

・定期的な市⺠意識調査等により指標達成

度、課題等を確認 

・担当課において各事業の内容や課題、今後

の⽅向性等を⾃⼰点検・評価 

・推進会議において総合的な視点から点検・

評価、提案 

・懇話会において外部視点から点検・評価、

提案 

Check（点検・評価） 

・点検・評価に基づいた事業の⾒直し・改善案

の検討 

Action（見直し・改善） 

・担当課等において、それぞれの取組を実⾏ 

・必要に応じてとよた男⼥共同参画センターが

⽀援 

Do（実行） 

・市⺠や事業者等のニーズ、社会情勢を踏ま

えて、計画⽴案や事業企画 

Plan（計画） 
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第 9 章 資料編 
策定の経過 

年度 実施年⽉⽇ 実施内容 

平 
成 
30 
年 
度 

平成 30 年６⽉１⽇ 平成 30 年度 第１回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

平成 30 年 10 ⽉３⽇〜 
平成 30 年 10 ⽉ 10 ⽇ 

平成 30 年度 第２回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

平成 30 年 11 ⽉ 30 ⽇〜 
平成 30 年 12 ⽉ 18 ⽇ 

⽇常⽣活における男⼥の意識と実態に関する意識調査 

平成 30 年 11 ⽉ 30 ⽇〜 
平成 30 年 12 ⽉ 21 ⽇ 

豊⽥市男⼥共同参画社会に関する意識調査 

平成 30 年 10 ⽉ 30 ⽇ 平成 30 年度 第３回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

平成 30 年９⽉〜10 ⽉ 市役所内関係各課ヒアリング 

平成 31 年２⽉５⽇ 平成 30 年度 第４回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

令 
和 
元 
年 
度 

令和元年５⽉ 23 ⽇ 令和元年度 第 1 回豊⽥市男⼥共同参画推進会議 

令和元年５⽉ 29 ⽇ 令和元年度 第１回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

令和元年６⽉ 21 ⽇ 令和元年度 第２回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

令和元年８⽉〜９⽉ 市役所内関係各課・関係団体ヒアリング 

令和元年９⽉ 18 ⽇ 令和元年度 第３回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

令和元年 11 ⽉ 13 ⽇ 令和元年度 第４回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 

令和元年 12 ⽉ 19 ⽇ 令和元年度 第 2 回豊⽥市男⼥共同参画推進会議 

令和２年１⽉ 15 ⽇〜 
令和２年２⽉ 14 ⽇ 

クローバープラン（第 4 次とよた男⼥共同参画プラン）（素
案）に関するパブリックコメント・Ｅモニター 

令和 2 年 2 ⽉ 12 ⽇ 令和元年度 第 5 回豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会  
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（１）懇話会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市における男⼥共同参画に関する諸問題の把握と施策の在り方につい

て検討し、今後の男⼥共同参画社会の実現に資するため、豊⽥市男⼥共同参画懇

話会を（以下「懇話会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 懇話会は、次に掲げる事項を協議する。 

（１） ｢とよた男⼥共同参画プラン｣（クローバープラン）の総合的推進に関す

る事項。 

（２） 本市における男⼥共同参画社会実現に向けた関係施策に関する事項。 

 

（構成） 

第３条 懇話会は、学識経験者及び関係団体等より選出される委員１０名以内で

組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に⽋員が⽣じた場合の補⽋委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（組織） 

第４条 懇話会には、委員の互選により、座⻑及び副座⻑を置く。 

２ 座⻑は、会務を総理し、副座⻑は、座⻑に事故あるとき、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第５条 懇話会の会議は、市⻑が招集する。 

２ 懇話会は、必要があるときに関係者の出席を求め、説明⼜は意⾒を聞くこと

ができる。 

 

（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、⽣涯活躍部市⺠活躍支援課とよた男⼥共同参画センタ

ーにおいて処理する。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱で定めるもののほか、懇話会の運営に関して必要な事項は、市

⻑が別に定める。 

 

  

豊⽥市男⼥共同参画推進懇話会 
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（２）懇話会委員名簿   

※◎は座⻑、○は副座⻑を⽰す  

分野 団体・機関名 役職名 氏
ふり

 名
がな

 備考 

学識経験者 名古屋学芸大学 教授 ◎石
いし

⽥
だ

 路
みち

子
こ

  

学識経験者 名古屋学芸大学 教授 ○吉
よし

野
の

 まり子
こ

  

⼥性団体 

とよた男⼥共同参画センター 

利用登録団体 

（豊⽥市ファミリー・サービス・クラブ会⻑） 

代表 

三
み

﨑
さき

 祐
ゆう

子
こ

 平成30年度 

尾原
おはら

 洋子
ようこ

 令和元年度 

まちづくり 

関係団体 
豊⽥市区⻑会 理事 

安藤
あんどう

 忠司
ちゅうじ

 平成30年度 

松井
まつい

 恒雄
つねお

 令和元年度 

企業関係者 

トヨタ自動⾞（株） 

⼈材開発部 ⼈事室  

ダイバーシティ推進グループ 

グループ⻑ 水野
みずの

 至
し

保
ほ

 平成30年度 

トヨタ自動⾞（株） 

⼈材開発部 海外労政室 
室⻑ 斎藤

さいとう

 万⾥
ま り

 令和元年度 

企業関係者 連合愛知豊⽥地域協議会 副代表 伊
い

藤
とう

 健⼀
けんいち

  

教育関係者 豊⽥市小中校⻑会 校⻑ 

阿知波
あ ち わ

 早
さ

百合
ゆ り

 平成30年度 

若⽉
わかつき

 めぐみ 令和元年度 

教育関係者 豊⽥市教職員組合⼥性部 部⻑ 

鈴⽊
すずき

 めぐみ 平成30年度 

大代
だいだい

 知
ち

穂
ほ

 令和元年度 

公募委員   古澤
ふるさわ

 三
みつ

秀
ひで

  

公募委員   野村
のむら

 文子
あやこ

  

（順不同、敬称略） 
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（１）推進会議設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 本市における男⼥共同参画の推進にあたり、とよた男⼥共同参画プラ

ンの策定に関し必要な調査及び検討を⾏い、並びに施策を総合的かつ効果的

に推進するため、関係部課相互の総合調整を⾏うことを目的に豊⽥市男⼥共

同参画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） とよた男⼥共同参画プランの策定、推進に関すること。 

（２） 男⼥共同参画社会実現に向けた⾏政の総合的かつ効果的な推進に関

すること。 

（３） 男⼥共同参画関係施策の関係部課との連携及び調整に関すること。 

（４） その他男⼥共同参画関係施策に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、会⻑、委員をもって組織する。 

（１） 会⻑は、会務を総理し、⽣涯活躍部副部⻑をもって充てる。 

（２） 委員は、別表に掲げる者による。 

 

（会議） 

第４条 推進会議は、会⻑が招集する。 

２ 会⻑は、必要がある時に関係者の出席を求め、説明⼜は意⾒を聴くことが

できる。 

 

（作業部会） 

第５条 推進会議に、作業部会を設けることができる。 

２ 作業部会員は、会⻑の指定した委員の指名した所属の叕当者により組織す

る。 

３ 作業部会は、会⻑の指定した男⼥共同参画関係施策の調査及び研究を⾏

う。 

４ 作業部会は、調査⼜は研究内容により、該当する叕当者により開催する。 

 

（事務局） 

第６条 推進会議の事務局⻑は市⺠活躍支援課⻑をもって充て、事務局は、と

よた男⼥共同参画センターに置く。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱で定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項

は、会⻑が会議に諮って定める。  

豊⽥市男⼥共同参画推進会議 
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（２）推進会議委員名簿 

 

所属 備考 

⽣涯活躍部副部⻑ 会⻑ 

市政発信課⻑ 委員 

企画課⻑ 委員 

⼈事課⻑ 委員 

⾏政改⾰推進課⻑ 委員 

地域支援課⻑ 委員 

防災対策課⻑ 委員 

次世代育成課⻑ 委員 

子ども家庭課⻑ 委員 

保育課⻑ 委員 

市⺠相談課⻑ 委員 

高齢福祉課⻑ 委員 

保健部総務課⻑ 委員 

地域保健課⻑ 委員 

産業労働課⻑ 委員 

学校教育課⻑ 委員 

  

市⺠活躍支援課⻑ 事務局⻑ 

とよた男⼥共同参画センター 事務局   
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か⾏  

介護離職 就業者が家族の介護や看護のために退職、転職することです。親や配

偶者を在宅介護するため、退職や転職を迫られる中高年が増える傾向

にあります。 

キャリアプラン 自⾝の職業⽣活における目標や働き方等を定め、その実現のために計

画を⽴てることをいいます。 

合計特殊出生率 15 歳から 49 歳までの⼥性の年齢別出⽣率の合計で、1 ⼈の⼥性が⼀

⽣の間に産む平均子ども数を表します。 

固定的な性別役割分叕 男⼥を問わず個⼈の能⼒等によって役割の分叕を決めることができる

ことが適当であるにも関わらず、男性、⼥性という性別を理由として、

役割を固定的に分けることをいいます。「男は仕事・⼥は家庭」「男性

は主要な業務・⼥性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男性・

⼥性の役割を決めている例です。 

さ⾏  

ジェンダー 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。⼈間には⽣まれついて

の⽣物学的性別（sex）があります。⼀方、社会通念や慣習の中には、

社会によって作り上げられた「男性像」「⼥性像」があり、このような

男性、⼥性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー）

といいます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い

悪いという価値を含むものではありません。 

ジェンダーギャップ指

数 

スイスの非営利団体「世界経済フォーラム」が独自に算定したもので、

4 分野のデータ（①経済分野、②教育分野、③保健分野、④政治分野）

から構成され、男⼥格差を測る指数です。 

ジェンダーマンガ ⼀般市⺠や企業に対する男⼥共同参画社会づくりに対する意識啓発事

業としてとよた男⼥共同参画センター（キラッ☆とよた）が作成・出

演していたラジオ番組のシナリオをマンガ化した冊子です。 

持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ） 

Sustainable Development Goals の略で、平成 27 年 9 ⽉に国連サミ

ットで「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、そ

の中に記載されている平成 28 年から令和 12 年までの国際目標を指

します。持続可能な世界を実現するための環境、エネルギー、教育、

ジェンダー等の合計 17 の目標（ゴール）と 169 のターゲットから構

成され、地球上の誰⼀⼈として取り残さない（leave no one behind）

ことを誓っています。 

⽤語の説明 
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⼥性しごとテラス 

カプチーノ 

⼥性の「はたらく」をワンストップで支援するために、豊⽥市が運営

している総合窓口です。叕当のキャリアコンサルタントが常駐し、様々

なステージにおける⼥性のライフプランやキャリアプランについてサ

ポートしています。また、求⼈マッチングコーディネーターによる⼀

⼈ひとりに合わせたオーダーメイド式の求⼈も紹介しています。 

⼈生 100 年時代 健康寿命が延び、個⼈が平均的に 100 歳前後まで⽣存することが可能

になった時代のことをいいます。政府は、⼈⽣ 100 年時代を⾒据えた

経済・社会システムを実現するための政策のグランドデザインに係る

検討を⾏うために、平成 29 年に「⼈⽣ 100 年時代構想会議」を設置

し、構想を発表しています。 

スキルシェア 個⼈の保有するスキルを資産としてとらえ、特定のスキルを必要とす

る雇い手と、そのスキルを保有する働き手とをつなぐことをいいます。 

性的少数者（ＬＧＢＴ

等） 

同性が好きな⼈や、自分の性に違和感を覚える⼈のことを指し、セク

シュアルマイノリティともいいます。ＬＧＢＴはレズビアン（⼥性同

性愛者）・ゲイ（男性同性愛者）・バイセクシュアル（両性愛者）・トラ

ンスジェンダー（こころとからだの性が⼀致しない⼈）の頭文字をと

った言葉です。 

た⾏  

第24回男⼥共同参画全

国都市会議 in とよた 

男⼥共同参画に関する問題の総合的な研究討議と、都市間交流を⾏う

会議。令和元年６⽉に豊⽥市で開催しました。 

ダイバーシティ ダイバーシティとは「多様性」を意味する英語。性別や国籍、年齢等

に関わりなく、多様な個性が⼒を発揮し、共存できる社会のことをダ

イバーシティ社会といいます。 

男⼥共同参画社会 男⼥共同参画社会とは、男⼥共同参画社会基本法第 2 条に規定されて

いる、「男⼥が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男⼥

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を叕うべき社会」のことです。 

男性中心型労働慣⾏ 勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、⻑時間労働や転勤が当然

とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣⾏を指します。 

中高齢期 中高年者（40 代から 60 代程度の者）及び高齢者（65 歳以上の者）の

年齢期のことを指します。本プランではこの年齢期間及び年齢の者を

指します。 

とよた男⼥共同参画セ

ンター（キラッ☆とよ

た） 

豊⽥市が設営・運営している男⼥共同参画社会実現のための拠点施設

で、情報誌の発⾏、セミナー・講座やイベントの開催、団体支援等様々

な活動を⾏っています。 

は⾏  

パラレルキャリア 並⾏して複数のキャリアを持つことを指します。具体的には、本業で



 
83 

 

第
９
章 

資
料
編 

培った専門的な知識やスキルを⽣かした社会活動やボランティアをは

じめ、趣味を⽣かした起業等があります。 

ま⾏  

マイノリティ 「少ないこと」及び「少数派」という意味の言葉です。とりわけ社会

的に少数派と位置付けられる⼈々（マイノリティグループ）を指す意

味で用いられます。 

メディア・リテラシー メディアの情報を主体的に読み解く能⼒、メディアにアクセスし、活

用する能⼒、メディアを通してコミュニケーションする能⼒の３つを

構成要素とする複合的な能⼒のことです。 

ら⾏  

ライフステージ 年齢に伴って変化する⽣活段階。就学、就職、結婚、出産、子育て、リ

タイア等のライフイベントの経過の段階を指します。 

リカレント教育 職業⼈を中心とした社会⼈に対して学校教育の修了後、いったん社会

に出た後に⾏われる教育のことであり、職場から離れて⾏われるフル

タイムの再教育のみならず、職業に就きながら⾏われるパートタイム

の教育も含みます。 

わ⾏  

ワークショップ もともとは仕事場、作業所、⼯房といった意味を持つ用語で、まちづ

くり等の分野では、⼀方的な知識伝達のスタイルではなく、参加者が

意⾒交換や共同作業を⾏いながら進める、参加体験型学習のことをい

います。 

ワーク・ライフ・バラン

ス 

⽼若男⼥誰もが、仕事、家庭⽣活、地域⽣活等において、自らが希望

するバランスのとれた⽣活を送ることを指します。そのような⽣活を

実現させるためには、働き方の⾒直しや家庭における家族の役割分叕

等の⼯夫が必要とされています。 

アルファベット  

ＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス） 

配偶者（事実婚、別居を含む）やパートナー、恋⼈等親密な関係にあ

る（あった）⼈から振るわれる暴⼒のことをいいます。暴⼒には殴る

蹴る等の暴⼒のみならず、威嚇する、⽣活費を渡さない、仕事につか

せない、性⾏為の強要、外出や交友関係を制限して孤⽴させるといっ

た精神的な苦痛や経済的な抑圧等も含まれます。また、子どもに暴⼒

を⾒せることも含まれます。親密な関係の男⼥間のことであっても、

刑法に規定されている暴⾏、傷害、脅迫等の⾏為が⾏われた場合は犯

罪となります。 

M 字曲線 ⽇本の⼥性の労働⼒率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷

とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベットの M のよ

うな形になることをいいます。これは、結婚や出産を機に労働市場か

ら退出する⼥性が多く、子育てが⼀段落すると再び労働市場に参⼊す
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るという特徴があるためです。M 字カーブともいいます。 

 

ＳＮＳ（エス・エヌ・エ

ス） 

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。個⼈間のコミュニケ

ーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インタ

ーネットを利用したサービスのことをいいます。 

ＰＤＣＡサイクル 計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）の４段階の

プロセスを経て、事業の進捗を管理し、改善していく手法をいいます。 
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